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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第１２章 「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理 
 

第１節 通 則 

 

（構成及び定義） 

第１２２条  

第３節（第１３４条から第１３７条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

  ※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

  （１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと安定化センター各Ｇ

Ｍ※２又は各ＧＭ※２が判断した場合 

  （２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

  （３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと安定化センター各ＧＭ※２又は各

ＧＭ※２が判断した場合 

  ※２：安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが不在で運転上の制限を満足していないと判断でき

ない場合は，当直長※３が運転上の制限を満足していないと判断し，要求される措置を

開始させる。 

  ※３：本章における「当直長」とは，１／２／３／４号炉の当直長をいう。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

第１２章 「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理 
 

第１節 通 則 

 

（構成及び定義） 

第１２２条 

第３節（第１３４条から第１３７条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

  ※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

  （１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判断した

場合 

  （２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

  （３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判断した場合 

  ※２：各ＧＭが不在で運転上の制限を満足していないと判断できない場合は，当直長※３が運

転上の制限を満足していないと判断し，要求される措置を開始させる。 

  ※３：本章における「当直長」とは，１／２／３／４号炉の当直長をいう。 

 

 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（品質保証計画） 

第１２２条の２ 

第１２章に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保証

計画を定める。 

 

【品質保証計画】 

1. 目的 

 本品質保証計画は，福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全を達成・維持・

向上させるため，「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」（以下

「JEAC4111」という。）に従って，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステム（以

下「品質マネジメントシステム」という。）を確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善する

ことを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

 本品質保証計画は，発電所の保安活動に適用する。 

 

3. 用語の定義 

 以下を除き JEAC4111 の定義に従う。 

 原子力発電施設：原子力発電所を構成する構築物，系統及び機器等の総称 

原子力施設情報公開ライブラリー：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関する

情報を共有し活用することにより，事故及び故障等の未然防止を図ることを目的として，一

般社団法人 日本原子力技術協会が運営するデータベースのことをいう。（以下「ニューシア」

という。） 

BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために，電力会社とプ

ラントメーカーとの間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以

下，本条において同じ。） 

 

（中 略） 

 

 

 

 

（品質保証計画） 

第１２２条の２ 

第１２章に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保証

計画を定める。 

 

【品質保証計画】 

1. 目的 

 本品質保証計画は，福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全を達成・維持・

向上させるため，「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」（以下

「JEAC4111」という。）に従って，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステム（以

下「品質マネジメントシステム」という。）を確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善する

ことを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

 本品質保証計画は，発電所の保安活動に適用する。 

 

3. 用語の定義 

 以下を除き JEAC4111 の定義に従う。 

 原子力発電施設：原子力発電所を構成する構築物，系統及び機器等の総称 

原子力施設情報公開ライブラリー：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関する

情報を共有し活用することにより，事故及び故障等の未然防止を図ることを目的として，一

般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベースのことをいう。（以下「ニューシア」

という。） 

BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために，電力会社とプ

ラントメーカーとの間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以

下，本条において同じ。） 

 

 

（中 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力安全推進協会の設置に伴う

変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

 品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。また，これらの文書体系を図２

に，各マニュアルと各条文の関連を c)及び d)の表に示す。なお，記録は適正に作成する。 

a) 文書化した，品質方針及び品質目標の表明 

b) 以下の品質マニュアル 

①本品質保証計画，②原子力品質保証規程（Z-21） 

c) JEAC4111 が要求する“文書化された手順”である以下の文書及び記録 

第122条の2

の関連条項 

原子力品質保証規程の関連

条項 
名  称 文書番号 管理箇所 

4.2，7.2.2， 

8.3，8.5.1， 

8.5.2，8.5.3 

4.2，7.2.2， 

8.3，8.5.1， 

8.5.2，8.5.3 

福島第一安定化センター 

品質保証計画書運用マニュ

アル 

FS-57 
福島第一安定化セ

ンター安全総括部 

8.2.2，8.5.1 8.2.2，8.5.1 
原子力品質監査基本マニュ

アル 
NA-19 原子力品質監査部 

 

d)組織内のプロセスの効果的な計画，運用及び管理を確実にするために，必要と決定した記録

を含む文書 

①以下の文書 

第122条の2
の 

関連条項 

原子力品質
保証規程の
関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 
第12章の 

関連条文 

5.5.3，8.3 5.5.3，8.3 
トラブル等の報告マニュア
ル 

NM-51-11 
原子力運営管理
部 

第124条，第167条，
第168条 

5.5.3 5.5.3 
原子炉主任技術者職務運用
マニュアル 

NM-24-1 
原子力運営管理
部 第125条 

6.2，8.3 6.2，8.3 運転員の確保マニュアル NM-51-1 
原子力運営管理
部 

第126条，第131条 

原子炉・使用済燃料プール冷
却設備等の運転・保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
CP-001 

福島第一安定化
センター冷却設
備部 

第126条，第127条，
第 130 条 ～ 第 133
条，第138条～第
140条，第141条，
第142条，第144条，
第167条 

6.2.2，6.3，

6.4，7.1，

7.2.1，7.5，

8.3 

6.2.2，6.3，

6.4，7.1，

7.2.1，7.5，

8.3 
高レベル放射性滞留水処理
関連設備の運転・保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
WT-001 

福島第一安定化
センター水処理
設備部 

第126条，第127条，
第130条，第132条，
第145条，第146条，
第149条，第167条 

状態管理マニュアル NM-51-6 
原子力運営管理
部 

第126条，第127条，
第 138 条 ～ 第 144
条，第147条，第148
条，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

運転員の引継マニュアル NM-51-4 
原子力運営管理
部 

第129条，第137条，
第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

地震後の対応マニュアル NM-51-12 
原子力運営管理
部 

第130条 

6.2.2，6.3，
6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

6.2.2，6.3，
6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

電気設備の保守管理マニュ
アル 

FS-57・
PI-001 

福島第一安定化
センター電気・
通信基盤部 

第 130 条 ～ 第 132
条，第167条 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

 品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。また，これらの文書体系を図２

に，各マニュアルと各条文の関連を c)及び d)の表に示す。なお，記録は適正に作成する。 

a) 文書化した，品質方針及び品質目標の表明 

b) 以下の品質マニュアル 

①本品質保証計画，②原子力品質保証規程（Z-21） 

c) JEAC4111 が要求する“文書化された手順”である以下の文書及び記録 

第122条の2

の関連条項

原子力品質保証規程の関連

条項 
名  称 文書番号 管理箇所 

4.2，7.2.2，

8.3，8.5.1，

8.5.2，8.5.3

4.2，7.2.2， 

8.3，8.5.1， 

8.5.2，8.5.3 

福島第一安定化センター

品質保証計画書運用マニュ

アル 

FS-57 
福島第一対策プロ

ジェクトチーム 

8.2.2，8.5.1 8.2.2，8.5.1 
原子力品質監査基本マニュ

アル 
NA-19 原子力品質監査部 

 

d)組織内のプロセスの効果的な計画，運用及び管理を確実にするために，必要と決定した記録

を含む文書 

①以下の文書 

第122条の2
の 

関連条項 

原子力品質
保証規程の
関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 
第12章の 

関連条文 

5.5.3，8.3 5.5.3，8.3
トラブル等の報告マニュア
ル 

NM-51-11
原子力運営管理
部 

第124条，第167条，
第168条 

5.5.3 5.5.3 
原子炉主任技術者職務運用
マニュアル 

NM-24-1
原子力運営管理
部 第125条 

6.2，8.3 6.2，8.3 運転員の確保マニュアル NM-51-1
原子力運営管理
部 

第126条，第131条 

原子炉・使用済燃料プール冷
却設備等の運転・保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
CP-001 

冷却設備部 

第126条，第127条，
第 130 条 ～ 第 133
条，第138条～第
140条，第141条，
第142条，第144条，
第167条 

6.2.2，6.3，

6.4，7.1，

7.2.1，7.5，

8.3 

6.2.2，6.3，

6.4，7.1，

7.2.1，7.5，

8.3 
高レベル放射性滞留水処理
関連設備の運転・保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
WT-001 

水処理設備部 

第126条，第127条，
第130条，第132条，
第145条，第146条，
第149条，第167条 

状態管理マニュアル NM-51-6
原子力運営管理
部 

第126条，第127条，
第 138 条 ～ 第 144
条，第147条，第148
条，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

運転員の引継マニュアル NM-51-4
原子力運営管理
部 

第129条，第137条，
第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

地震後の対応マニュアル NM-51-12
原子力運営管理
部 

第130条 

6.2.2，6.3，
6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

6.2.2，6.3，
6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

電気設備の保守管理マニュ
アル 

FS-57・
PI-001 

電気・通信基盤
部 

第 130 条 ～ 第 132
条，第167条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第122条の2
の 

関連条項 

原子力品質
保証規程の
関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 
第12章の 

関連条文 

使用済燃料共用プール設備
の運用・保守管理マニュアル 

FS-57・
ME-001 

福島第一安定化
センター機械設
備部 

第130条，第131条，
第132条，第140条
の2，第167条 6.3，6.4，

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 免震重要棟電気設備保守管

理要領 

NE-55-7
・

1F-B1-00
1 

福島第一原子力
発電所総務部 

第130条，第132条，
第148条，第167条 

6.2.2，7.1，
7.2.1，7.5 

6.2.2，7.1，
7.2.1，7.5 

福島第一原子力発電所 防
火管理要領 

NM-51-17
・

1F-S1-00
1 

福島第一原子力
発電所防災安全
部 

第131条 

定例試験マニュアル NM-51-14 
原子力運営管理
部 

第131条，第138条，
第142条，第144条 7.1，7.2.1，

7.5，8.3 
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

作業管理マニュアル NQ-51-8 
原子力品質・安
全部 

第132条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

保守管理基本マニュアル NM-55 
原子力運営管理
部 

第132条 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

計装・通信設備の保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
PI-002 

福島第一安定化
センター電気・
通信基盤部 

第132条，第138条，
第140条，第141条，
第143条，第144条，
第146条，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

運転操作マニュアル NM-51-5 
原子力運営管理
部 

第138条，第140条，
第140条の2，第141
条，第142条，第144
条，第147条，第148
条 

7.1，7.2.1，

7.5 

7.1，7.2.1，

7.5 
水質管理マニュアル NM-51-30 

原子力運営管理

部 
第142条 

6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

福島第一原子力発電所瓦礫
等管理マニュアル 

FS-57・
RE-002 

福島第一安定化
センター保安環
境部 

第149条の2 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

気体の廃棄物の管理マニュ
アル 

FS-57・
RE-001 

福島第一安定化
センター保安環
境部 

第 149条の 4～第
149条の6，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

放射性廃棄物管理基本マニ
ュアル 

NM-54 
原子力運営管理
部 

第149条の3 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

福島第一原子力発電所放射
線管理基本マニュアル 

NM-58 
原子力運営管理
部 

第 150 条 ～ 第 156
条，第158条～第
164条 

福島第一原子力発電所立入
者登録管理マニュアル 

NK-58-1 
原子力・立地業
務部 

第153条，第153条
の2 7.1，7.2.1，

7.5 
7.1，7.2.1，
7.5 福島第一原子力発電所線量

管理マニュアル 
NK-58-2 

原子力・立地業
務部 

第157条，第167条 

6.2 6.2 
福島第一安定化センター保
安教育マニュアル 

FS-57・
SM-001 

福島第一安定化
センター安全総
括部 

第165条～第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

燃料管理基本マニュアル NM-52 
原子力運営管理
部 

第169条 

 

 

（省 略） 

 

 

第122条の2
の 

関連条項 

原子力品質
保証規程の
関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 
第12章の 

関連条文 

使用済燃料共用プール設備
の運用・保守管理マニュアル

FS-57・
ME-001 

機械設備部 
第130条，第131条，
第132条，第140条
の2，第167条 6.3，6.4，

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 免震重要棟電気設備保守管

理要領 

NE-55-7
・

1F-B1-00
1 

建築部 
第130条，第132条，
第148条，第167条 

6.2.2，7.1，
7.2.1，7.5

6.2.2，7.1，
7.2.1，7.5

福島第一原子力発電所 防
火管理要領 

NM-51-17
・

1F-S1-00
1 

防災安全部 第131条 

定例試験マニュアル NM-51-14
原子力運営管理
部 

第131条，第138条，
第142条，第144条 7.1，7.2.1，

7.5，8.3 
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

作業管理マニュアル NQ-51-8
原子力品質・安
全部 

第132条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

保守管理基本マニュアル NM-55 
原子力運営管理
部 

第132条 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.3，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

計装・通信設備の保守管理マ
ニュアル 

FS-57・
PI-002 

電気・通信基盤
部 

第132条，第138条，
第140条，第141条，
第143条，第144条，
第146条，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

運転操作マニュアル NM-51-5
原子力運営管理
部 

第138条，第140条，
第140条の2，第141
条，第142条，第144
条，第147条，第148
条 

7.1，7.2.1，

7.5 

7.1，7.2.1，

7.5 
水質管理マニュアル NM-51-30

原子力運営管理

部 
第142条 

6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

6.4，7.1，
7.2.1，7.5，
8.3 

福島第一原子力発電所瓦礫
等管理マニュアル 

FS-57・
RE-002 

放射線・環境部 第149条の2 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

気体の廃棄物の管理マニュ
アル 

FS-57・
RE-001 

放射線・環境部 
第 149条の 4～第
149条の6，第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

放射性廃棄物管理基本マニ
ュアル 

NM-54 
原子力運営管理
部 

第149条の3 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，
7.5，8.3 

福島第一原子力発電所放射
線管理基本マニュアル 

NM-58 
原子力運営管理
部 

第 150 条 ～ 第 156
条，第158条～第
164条，第167条 

福島第一原子力発電所立入
者登録管理マニュアル 

NK-58-1
原子力・立地業
務部 

第153条，第153条
の2 7.1，7.2.1，

7.5 
7.1，7.2.1，
7.5 福島第一原子力発電所線量

管理マニュアル 
NK-58-2

原子力・立地業
務部 

第157条，第167条 

6.2 6.2 
福島第一安定化センター保
安教育マニュアル 

FS-57・
SM-001 

福島原子力人材
開発センター 

第165条～第167条 

7.1，7.2.1，
7.5 

7.1，7.2.1，
7.5 

燃料管理基本マニュアル NM-52 
原子力運営管理
部 

第127条，第167条， 

第169条～第171条 

 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建屋か

らの使用済燃料乾式貯蔵容器の搬

出・点検及び使用済燃料乾式キャ

スク仮保管設備への使用済燃料の

運搬・貯蔵に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

 

 

（保安に関する組織） 

第１２３条 

  発電所の保安に関する組織は，図１２３のとおりとする。 

 

図１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保安に関する組織） 

第１２３条 

 発電所の保安に関する組織は，図１２３のとおりとする。 

 

図１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

 

 

 

【本店】 

 

原子力発電 

保安委員会 

管理責任者 

（原子力・立地本部長） 

管理責任者     原子力 

（原子力品質    品質監査部 

監査部長） 

  福島第一※１ 

品質監査部 
社長 福島第一※１ 

品質監査グループ 

資材部 ※１：発電所に常駐。 

※※ → 

原子力・立地業務部 

原子力品質・安全部 

原子力運営管理部 

原子力設備管理部 

原子燃料サイクル部 

原子力・立地本部

※→ 

福島第一対策プロジェクトチーム 

【本店】 

 

原子力発電

保安委員会

管理責任者 

（原子力・立地本部長）

管理責任者     原子力 

（原子力品質    品質監査部

監査部長） 

 福島第一※１ 

品質監査部 
社長 福島第一※１ 

品質監査グループ 

資材部 ※１：発電所に常駐。 

※※ → 

原子力・立地業務部 

原子力品質・安全部 

原子力運営管理部 

原子力設備管理部 

原子燃料サイクル部 

原子力・立地本部

※→ 

福島第一対策プロジェクトチーム 

【福島第一安定化センター】 

 

※※※ → 

 

人事グループ 

資材グループ 

総務部 

※※→ 福島第一安定化センター所長 

保安総括グループ 

放射線安全グループ 

保健安全グループ 

廃棄物管理グループ 

分析評価グループ 

作業環境改善グループ 

１～４号放射線管理グループ 

５・６号放射線管理グループ 

環境モニタリンググループ 

原子力発電 

保安運営委員会 

 

技術グループ 

保安検査グループ 

品質保証グループ 

安全管理グループ 

品質管理グループ 

防災安全グループ 

防護管理グループ 

原子力防災グループ 

技術・品質安全部

福島原子力人材※２ 

開発センター 
技能訓練グループ※２ 

教育管理グループ 

原子炉主任技術者※ → 

※※※→所 長

【福島第一原子力発電所】 

放射線・環境部

防災安全部 

↓ 

※※※※ 

※２：福島第一原子力発電所及び福島

第二原子力発電所の現業技

術・技能に関する業務を行う。
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

【福島第一安定化センター】 

 
※※→ 福島第一安定化センター所長 

水処理第一グループ 

水処理第二グループ 

水処理第三グループ 

※※※ → 

保安環境部 

冷却第一グループ 

冷却第二グループ 

冷却第三グループ 

電気第一グループ 

電気第二グループ 

電気第三グループ 

計装第一グループ 

計装第二グループ 

情報システムグループ 

通信システムグループ 

電気・ 

通信基盤部 

総括グループ 

プロジェクト管理グループ 

品質・安全グループ 
安全総括部 

冷却設備部 

水処理設備部 

機械設備部 

機械第一グループ 

機械第二グループ 

機械第三グループ 

土木第一グループ 

土木第二グループ 

土木第三グループ 

土木第四グループ 

土木部 

建築第一グループ 

建築第二グループ 

建築第三グループ 

建築第四グループ 

建築部 

放射線安全グループ 

保健安全グループ 

作業放射線管理グループ 

放射線防護管理グループ 

環境モニタリンググループ 

廃棄物管理グループ 

総括グループ 

プロジェクト管理グループ 

プロジェクト 

管理部 

↓ 

※※※※ 

ユニット所長 

（廃炉技術統括）

当直 

運営総括グループ 

運営設備グループ 

作業管理グループ 

運転情報グループ 

冷却第一グループ 

冷却第二グループ 

冷却第三グループ 

冷却第四グループ 

冷却設備部 

水処理第一グループ 

水処理第二グループ 

水処理第三グループ 

水処理第四グループ 

水処理設備部 

電気第一グループ 

電気第二グループ 

電気第三グループ 

電気第四グループ 

計装第一グループ 

計装第二グループ 

情報システムグループ※３ 

通信システムグループ※３ 

電気・ 

通信基盤部 

機械設備部 

機械第一グループ 

機械第二グループ※３ 

機械第三グループ 

１～４号設備 

運転管理部 

土木第一グループ 

土木第二グループ 

土木第三グループ 

土木第四グループ 

土木第五グループ※３ 

土木第六グループ※３ 

土木部 

建築第一グループ 

建築第二グループ 

建築第三グループ 

建築第四グループ 

建築第五グループ 

建築第六グループ※３ 

建築部 

５・６号 

運転管理部 

ユニット所長 

（５・６号） 

当直 

発電グループ 

作業管理グループ 

運転情報グループ 

燃料グループ 

５・６号 

保全部 

保全計画グループ 

タービングループ 

原子炉グループ 

電気機器グループ 

計測制御グループ 

設備診断グループ ↓ 

※※※※※ 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

保全計画グループ 

タービングループ 

原子炉グループ 

電気機器グループ 

計測制御グループ 

高経年化プロジェクトグループ※２ 

原子炉プロジェクトグループ※２ 

環境施設グループ※２ 

保全革新グループ※２ 

原子力発電 

保安運営委員会 

人事グループ 

資材グループ 

土木グループ 

建築グループ 

総 務 部  

品質・安全部 

品質保証グループ 

安全管理グループ 

品質管理グループ  

技術グループ 

保安検査グループ 

業務システムグループ 

放射線安全グループ 

環境グループ 

技術総括部 

発電グループ 

当直 

作業管理グループ 

運転評価グループ 

放射線・化学管理グループ 

燃料グループ 

第一運転 

管理部 

ユニット所長 

（１～４号） 

福島原子力人材※３ 

開発センター 
技能訓練グループ※３ 

教育管理グループ 

第一保全部 

保全計画グループ 

タービングループ 

原子炉グループ 

電気機器グループ 

計測制御グループ 

高経年化プロジェクトグループ※２ 

原子炉プロジェクトグループ※２ 

環境施設グループ※２ 

保全革新グループ※２ 

発電グループ 

当直 

作業管理グループ 

運転評価グループ 

放射線・化学管理グループ 

燃料グループ 

第二運転 

管理部 

ユニット所長 

（５・６号） 

第二保全部 

防災安全グループ 

防護管理グループ 
防災安全部 

※２：高経年化プロジェクトグルー

プ，原子炉プロジェクトグルー

プ，環境施設グループ及び保全

革新グループは，それぞれ１グ

ループで１～６号炉を所管す

る。（所管する号炉が第一及び

第二保全部に係わることから，

便宜上両部に記載している。） 

※３：福島第一原子力発電所及び福島

第二原子力発電所の現業技

術・技能に関する業務を行う。

 

原子炉主任技術者 ※ → 

※※※→所 長 

【福島第一原子力発電所】 

↓ 

※※※※※ 

土木部 土木第五グループ※３ 

建築部 建築第六グループ※３ 

土木第六グループ※３ 

電気・ 

通信基盤部 

情報システムグループ※３ 

通信システムグループ※３ 

※３：機械第二グループ，情報システムグループ，通信

システムグループ，土木第五グループ，土木第六

グループ及び建築第六グループは，それぞれ１グ

ループで１～６号炉を所管する。 

機械設備部 機械第二グループ※３ 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（保安に関する職務） 

第１２４条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの

構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定

の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安

に関する組織（主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブル等の報告

マニュアル｣に基づき，原子力安全を 優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。

また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成

活動を統括する（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・

安全部，原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一対策プロ

ジェクトチーム，福島第一安定化センター（以下「安定化センター」という。）及び発電

所の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させ

るための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監査部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管

理，研修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管

業務を除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（10）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（11）福島第一対策プロジェクトチームは，福島第一原子力発電所の中長期対策の計画策定，総

括管理及び技術検討に関する業務並びに施設運営計画の策定及び見直しに関する業務を

行う。 

 

２．保安に関する職務のうち，安定化センター組織の職務は次のとおり。 

（１）福島第一安定化センター所長（以下，「安定化センター所長」という。）は，原子力・立地

本部長を補佐し，発電所におけるプラントの安定状態維持・継続，放射線量低減・汚染拡

大防止及び廃止措置に向けた諸対策の計画・工事・運用・保守に関する業務（福島第一対

策プロジェクトチーム所管業務を除く。）を統括管理する。 

（２）総括グループは，本章で定める各設備等のうち，安定化センターに関わる業務の取り纏め

に関する業務を行う。 

（３）プロジェクト管理グループは，本章で定める各設備等のうち，工程・レイアウト管理，要

員管理及び総予算・調達管理に関する業務を行う。 

（４）品質・安全グループは，本章で定める各設備等のうち，原子力安全の総括（安全評価を含

む。），品質の管理，教育・力量管理及び保安検査に関する業務を行う。 

 

 

（保安に関する職務） 

第１２４条   

保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの

構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定

の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安

に関する組織（主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢NM-51-11 トラブル等の報告

マニュアル｣に基づき，原子力安全を 優先し必要な指示を行う。 

（２）原子力品質監査部長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統括管理する。

また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに安全文化の醸成

活動を統括する（原子力品質監査部に限る。）。 

（３）福島第一品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，資材部，原子力・立地業務部，原子力品質・

安全部，原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，福島第一対策プロ

ジェクトチーム，福島第一安定化センター（以下「安定化センター」という。）及び発電

所の行う保安活動を統括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させ

るための活動並びに安全文化の醸成活動を統括する（原子力品質監査部を除く。）。 

（５）資材部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

（６）原子力・立地業務部は，管理責任者を補佐し，品質マネジメント推進及び要員の計画，管

理，研修に関する業務を行う。 

（７）原子力品質・安全部は，業務プロセスの改善・標準化及び安全管理に関する業務を行う。

（８）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び保守に関する業務（原子力設備管理部所管

業務を除く。）を行う。 

（９）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業務を行う。 

（10）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（11）福島第一対策プロジェクトチームは，福島第一原子力発電所の中長期対策の計画策定，総

括管理及び技術検討に関する業務並びに施設運営計画の策定及び見直しに関する業務を

行う。 

 

２．保安に関する職務のうち，安定化センター組織の職務は次のとおり。 

（１）福島第一安定化センター所長（以下，「安定化センター所長」という。）は，原子力・立地

本部長を補佐し，福島第一原子力発電所の業務（福島第一対策プロジェクトチーム所管業

務を除く。）を統括管理する。 

（２）人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（３）資材グループは，調達に関する業務を行う。 
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（５）冷却第一グループは，本章で定める各設備等のうち，原子炉注水設備及びほう酸水注入設

備の保守管理並びに消防車の運用に関する業務を行う。 

（６）冷却第二グループは，本章で定める各設備等のうち，窒素ガス封入設備及び原子炉格納容

器ガス管理設備の巡視点検，保守管理に関する業務を行う。 

（７）冷却第三グループは，本章で定める各設備等のうち，使用済燃料プール冷却設備の保守管

理，消防車の運用，コンクリートポンプ車の運用，保守管理及び水貯蔵タンクの水質管理

に関する業務を行う。 

（８）水処理第一グループは，本章で定める各設備等のうち，滞留水及びサブドレン水の水位管

理，高レベル汚染水の移送に関する業務を行う。 

（９）水処理第二グループは，本章で定める各設備等のうち，汚染水処理装置の運用，保守管理

に関する業務を行う。 

（10）水処理第三グループは，本章で定める各設備等のうち，放射性廃棄物の貯蔵に関する業務

を行う。 

（11）機械第一グループは，本章で定める各設備等のうち，他グループに属さない遠隔無人化装

置の管理運営，建屋内除染・空気浄化等被ばく低減策の実施及び構内除染計画の取り纏め

に関する業務を行う。 

（12）機械第二グループは，本章で定める各設備等のうち，共用プール設備の保守管理に関する

業務を行う。 

（13）機械第三グループは，原子炉建屋カバー・コンテナの工事，乾式キャスクの復旧，４号炉

使用済燃料プール新燃料先行取り出し・運搬及び運用補助共用施設における新燃料の取り

扱い並びに共用プール設備の復旧及び消防車の運用に関する業務を行う。 

（14）電気第一グループは，本章で定める各設備等のうち，総括，所内電源（低圧），仮設電源

の設計，保守管理並びに電源車の運用及び保守管理に関する業務を行う。 

（15）電気第二グループは，本章で定める各設備等のうち，各設備等で必要な電源設備の保守管

理に関する業務を行う。 

（16）電気第三グループは，本章で定める各設備等のうち，外部電源及び所内電源（高圧）の保守管

理に関する業務を行う。 

（17）計装第一グループは，本章で定める各設備等のうち，１号炉及び２号炉の計装設備の保守

管理に関する業務を行う。 

（18）計装第二グループは，本章で定める各設備等のうち，３号炉及び４号炉の計装設備の保守

管理に関する業務を行う。 

（19）情報システムグループは，本章で定める各設備等のうち，情報システム設備の保守管理に

関する業務を行う。 

（20）通信システムグループは，本章で定める各設備等のうち，通信設備の保守管理に関する業

務を行う。 

（21）土木第一グループは，本章で定める各設備等のうち，生活基盤整備に関する業務を行う。

（22）土木第二グループは，本章で定める各設備等のうち，地下水遮へい壁及び港湾整備に関す

る業務を行う。 

（23）土木第三グループは，本章で定める各設備等のうち，冷却水保管設備等の工事に関する業

務を行う。 

 

３．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務（安定化センター所管業務を除く。）は次のと

おり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長及び安定化センター所長を補佐し，発電所における保安に関

する業務（福島第一対策プロジェクトチームが所管する業務を除く。）を統括管理し，そ

の際には主任技術者の意見を尊重する。 

（２）技術グループは，原子力技術の総括及び原子炉安全の総括（安全評価を含む。）に関する

業務を行う。 

（３）保安検査グループは，原子力保安検査に関する業務を行う。 

（４）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（５）品質管理グループは，品質の管理に関する業務を行う。 

（６）安全管理グループは，保安管理及び不適合管理に関する業務を行う。 

（７）保安総括グループは，本章で定める各設備等のうち，放射線管理の総括，放射線防護に係

る装備品の管理及び計測器の管理に関する業務を行う。 

（８）放射線安全グループは，本章で定める各設備等のうち，出入管理及び放射線防護教育に関

する業務を行う。 

（９）保健安全グループは，本章で定める各設備等のうち，個人線量管理，管理区域入域許可等

の管理及び放射線従事者登録に関する業務を行う。 

（10）廃棄物管理グループは，本章で定める各設備等のうち，作業で発生した放射性固体廃棄物

の管理及び固体廃棄物貯蔵庫管理に関する業務を行う。 

（11）分析評価グループは，本章で定める各設備等のうち，液体廃棄物の放出管理，１～４号水

質管理及び分析・データ評価に関する業務を行う。 

（12）作業環境改善グループは，本章で定める各設備等のうち，構内施設（免震重要棟など）の

放射線測定（１～４号放射線管理グループ及び５・６号放射線管理グループ所管業務を除

く。）及び構内除染推進に関する業務を行う。 

（13）１～４号放射線管理グループは，本章で定める各設備等の放射線管理に関する業務(分析

評価グループ及び作業環境改善グループ所管業務を除く。)を行う。 

（14）５・６号放射線管理グループは，５号炉及び６号炉に係る放射線管理に関する業務(作業

環境改善グループ所管業務を除く。)を行う。 

（15）環境モニタリンググループは，本章で定める各設備等のうち，発電所内外の陸域・海域の

モニタリング及び１～４号炉気体廃棄物の放出測定に関する業務を行う。 

（16）防災安全グループは，防災安全の総括及び初期消火活動のための体制の整備に関する業務

並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（17）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業務並びに，本章で定め

る各設備等の運用に関する業務を行う。 

（18）原子力防災グループは，原子力防災の総括及び緊急時対応の訓練計画・実施に関する業務

を行う。 
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（24）土木第四グループは，本章で定める各設備等のうち，瓦礫・伐採木の保管場の整備及び敷

地内除染に関する業務を行う。 

（25）建築第一グループは，本章で定める各設備等のうち，３号炉原子炉建屋カバー・コンテナ

の工事（機械第三グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

（26）建築第二グループは，本章で定める各設備等のうち，１号炉及び４号炉原子炉建屋カバー・

コンテナの工事・保守管理（機械第三グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

（27）建築第三グループは，本章で定める各設備等のうち，建屋地下水対策及び建屋間止水対策

に関する業務を行う。 

（28）建築第四グループは，本章で定める各設備等のうち，建屋内瓦礫撤去及び建屋内除染（機

械第一グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

（29）放射線安全グループは，本章で定める各設備等のうち，放射線防護に係る装備品の管理に

関する業務を行う。 

（30）保健安全グループは，本章で定める各設備等のうち，個人線量管理，管理区域入域許可等

の管理及び放射線従事者登録に関する業務を行う。 

（31）作業放射線管理グループは，本章で定める各設備等のうち，構内作業の放射線管理及びガ

スサンプリングによる放射能分析に関する業務を行う。 

（32）放射線防護管理グループは，本章で定める各設備等のうち，臨時の出入管理箇所における

装備品の管理及びスクリーニングに関する業務を行う。 

（33）環境モニタリンググループは，本章で定める各設備等のうち，発電所内外の陸域・海域の

モニタリングに関する業務を行う。 

（34）廃棄物管理グループは，本章で定める各設備等のうち，作業で発生した放射性固体廃棄物

の管理に関する業務を行う。 

 

３．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務（安定化センター所管業務を除く。）は次のと

おり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長及び安定化センター所長を補佐し，発電所における保安に関

する業務（安定化センター所長が所管する業務を除く。）を統括管理し，その際には主任

技術者の意見を尊重する。 

（２）人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（３）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（４）土木グループは，原子炉施設のうち，土木設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（５）建築グループは，原子炉施設のうち，建築設備に係る保守管理に関する業務並びに，本章

で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（６）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消火活動のための体制の整備に関する

業務並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（７）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業務並びに，本章で定め

る各設備等の運用に関する業務を行う。 

（８）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（９）安全管理グループは，原子力安全の総括に関する業務を行う。 

（10）品質管理グループは，品質の管理に関する業務を行う。 

（19）技能訓練グループは，現業技術・技能に関する業務を行う。 

（20）教育管理グループは，保安教育及びその他研修に関する業務並びに，本章で定める各設備

等の運用に関する業務を行う。 

（21）総括グループは，本章で定める各設備等のうち，廃炉業務総括，要員管理及び予算・調達

管理に関する業務を行う。 

（22）プロジェクト管理グループは，本章で定める各設備等のうち，工程・レイアウト管理及び

プロジェクト取り纏めに関する業務を行う。 

（23）当直（１～４号設備運転管理部）は，本章で定める各設備等（当直長以外の各ＧＭが運用

する業務を除く。）の運転，監視及び巡視点検に関する業務（運営設備グループ及び作業

管理グループ（１～４号設備運転管理部）所管業務を除く。）を行う。 

（24）運営総括グループは，本章で定める各設備等（当直長以外の各ＧＭが運用する業務を除く。）

の運営の総括及び手順書マニュアルに関する業務を行う。 

（25）運営設備グループは，本章で定める各設備等（当直長以外の各ＧＭが運用する業務を除く。）

の管理用消耗品の管理，委託・工事管理及び設備管理並びに共用プールの運転，監視及び

巡視点検に関する業務を行う。 

（26）作業管理グループ（１～４号設備運転管理部）は，本章で定める各設備等（当直長以外の

各ＧＭが運用する業務を除く。）の運転に関する業務のうち，保守作業の管理に関する業

務（当直所管業務を除く）を行う。 

（27）運転情報グループ（１～４号設備運転管理部）は，本章で定める各設備等（当直長以外の

各ＧＭが運用する業務を除く。）の運転に関する業務の支援及び情報連絡に関する業務を

行う。 

（28）冷却第一グループは，本章で定める各設備等のうち，原子炉注水設備及びほう酸水注入設

備の保守管理並びに消防車の運用に関する業務を行う。 

（29）冷却第二グループは，本章で定める各設備等のうち，窒素ガス封入設備及び原子炉格納容

器ガス管理設備の巡視点検，保守管理に関する業務を行う。 

（30）冷却第三グループは，本章で定める各設備等のうち，使用済燃料プール冷却設備の保守管

理，消防車の運用，コンクリートポンプ車の運用，保守管理及び水貯蔵タンクの水質管理

に関する業務を行う。 

（31）冷却第四グループは，本章で定める各設備等のうち，原子炉格納容器の内部調査，原子炉

格納容器の補修及び所内共通ディーゼル発電設備（機械設備）の保守管理に関する業務を

行う。 

（32）水処理第一グループは，本章で定める各設備等のうち，滞留水及びサブドレン水の水位管

理，高レベル汚染水の移送に関する業務を行う。 

（33）水処理第二グループは，本章で定める各設備等のうち，汚染水処理装置の運用，保守管理

に関する業務を行う。 

（34）水処理第三グループは，本章で定める各設備等のうち，放射性廃棄物の貯蔵に関する業務

を行う。 

（35）水処理第四グループは，本章で定める各設備等のうち，多核種除去装置，地下水バイパス

装置及びサブドレン浄化装置の運用並びに保守管理に関する業務を行う。 
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（11）技術グループは，原子力技術の総括に関する業務を行う。 

（12）保安検査グループは，原子力保安検査に関する業務を行う。 

（13）業務システムグループは，原子力業務システム及び電子通信設備の運用管理に関する業務

を行う。 

（14）放射線安全グループは，放射線管理（放射線・化学管理グループ所管業務を除く。）及び

環境放射能測定に関する業務を行う。 

（15）環境グループは，放射性固体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（16）発電グループは，原子炉施設の運用管理並びにサイトバンカ及び共用プール設備の運転，

運用管理に関する業務並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（17）当直は，原子炉施設の運転に関する業務（発電グループ及び作業管理グループ所管業務を

除く。），燃料取扱いに関する業務並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行

う。 

（18）作業管理グループは，原子炉施設の運転に関する業務のうち保守作業の管理に関する業務

を行う。 

（19）運転評価グループは，原子炉施設の運転に係る業務の支援・評価に関する業務（発電グル

ープ所管業務を除く。）を行う。 

（20）放射線・化学管理グループは，化学管理及び作業・工事に係る放射線管理に関する業務並

びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（21）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（当直所管業務を除く。）並びに，本章で定め

る各設備等の運用に関する業務を行う。 

（22）保全計画グループは，原子炉施設の保守の総括に関する業務（環境施設グループ所管業務

を除く。）を行う。 

（23）タービングループは，原子炉施設のうちタービン設備に係る保守管理に関する業務を行う。

（24）原子炉グループは，原子炉施設のうち原子炉設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（25）電気機器グループは，原子炉施設のうち電気設備に係る保守管理に関する業務を行う。 

（26）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備に係る保守管理に関する業務並びに，

本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（27）高経年化プロジェクトグループは，原子炉施設の高経年化に関する技術評価の総括並びに

大型の保全及び改良工事に関する業務を行う。 

（28）原子炉プロジェクトグループは，原子炉内部構造物及び原子炉再循環系に係る保守管理に

関する業務を行う。 

（29）環境施設グループは，各ユニットの廃棄物処理設備，廃棄物集中処理建屋内設備，サイト

バンカ及び共用プール設備の保守の総括，保守管理に関する業務を行う。 

（30）保全革新グループは，保全革新業務の推進及び各設備点検結果の評価に関する業務を行う。

（31）技能訓練グループは，現業技術・技能に関する業務を行う。 

（32）教育管理グループは，保安教育及びその他研修に関する業務並びに，本章で定める各設備

等の運用に関する業務を行う。 

 

 

（36）機械第一グループは，本章で定める各設備等のうち，他グループに属さない遠隔無人化装

置の管理運営，建屋内除染・空気浄化等被ばく低減策の実施及び構内除染計画の取り纏め

に関する業務を行う。 

（37）機械第二グループは，５号炉及び６号炉の廃棄物処理設備，廃棄物集中処理建屋内設備及

びサイトバンカの保守管理に関する業務並びに本章で定める各設備等のうち，共用プール

設備の保守管理に関する業務を行う。 

（38）機械第三グループは，原子炉建屋カバー・コンテナの工事及び燃料管理に関する業務

（燃料グループ及び当直所管業務を除く。）並びに共用プール設備の復旧及び消防車の

運用に関する業務を行う。 

（39）電気第一グループは，本章で定める各設備等のうち，電気・通信基盤部に関わる総括，電

気各グループの調達及び所内電源（低圧）の強化並びに電源車の運用及び保守管理に関す

る業務を行う。 

（40）電気第二グループは，本章で定める各設備等のうち，大型プロジェクトに係る設備等で必

要な電源設備に関する業務を行う。 

（41）電気第三グループは，本章で定める各設備等のうち，外部電源及び所内電源（高圧）の強

化及び保守管理に関する業務を行う。 

（42）電気第四グループは，本章で定める各設備等のうち，所内電源（低圧），仮設電源及び大

型プロジェクトに係る設備の保守管理に関する業務を行う。 

（43）計装第一グループは，本章で定める各設備等のうち，１号炉及び２号炉の計装設備の保守

管理に関する業務を行う。 

（44）計装第二グループは，本章で定める各設備等のうち，３号炉及び４号炉の計装設備の保守

管理に関する業務を行う。 

（45）情報システムグループは，情報システム設備の保守管理に関する業務を行う。 

（46）通信システムグループは，通信設備の保守管理に関する業務を行う。 

（47）土木第一グループは，本章で定める各設備等のうち，土木工事のプロジェクト管理及び生

活基盤整備に関する業務を行う。 

（48）土木第二グループは，本章で定める各設備等のうち，地下水遮へい壁，港湾整備及び地下

水バイパスに関する業務を行う。 

（49）土木第三グループは，本章で定める各設備等のうち，冷却水及び水処理廃棄物等の保管設

備に関する業務を行う。 

（50）土木第四グループは，本章で定める各設備等のうち，瓦礫・伐採木の保管，乾式キャスク

仮保管施設及び敷地内除染に関する業務を行う。 

（51）土木第五グループは，津波対策（建築第三グループ所管業務を除く。）及び本章で定める

各設備等のうち，１～４号炉土木設備内の滞留水に関する業務を行う。 

（52）土木第六グループは，５号炉及び６号炉に係る土木設備及び構内土木設備等の点検・保守

に関する業務を行う。 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（な し） 

 

（53）建築第一グループは，本章で定める各設備等のうち，建築工事のプロジェクト管理及び３

号炉原子炉建屋カバー・コンテナ（機械第三グループ所管業務を除く。）に関する業務を

行う。 

（54）建築第二グループは，本章で定める各設備等のうち，１号炉及び４号炉原子炉建屋カバー・

コンテナ（機械第三グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

（55）建築第三グループは，本章で定める各設備等のうち，建屋地下水対策，津波対策（土木第

五グループ所管業務を除く。）及び建屋間止水対策に関する業務を行う。 

（56）建築第四グループは，本章で定める各設備等のうち，建屋内瓦礫運搬及び建屋内除染（機

械第一グループ所管業務を除く。）に関する業務を行う。 

（57）建築第五グループは，本章で定める各設備等のうち，運用補助共用施設及び敷地内におけ

る建物の保守管理に関する業務を行う。 

（58）建築第六グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設のうち，各建屋及び免震重要棟

の電気設備に関する業務を行う。 

（59）当直（５・６号運転管理部）は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の運転に関する業務

（発電グループ及び作業管理グループ（５・６号運転管理部）所管業務を除く。）及び燃

料取扱いに関する業務を行う。 

（60）発電グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の運用管理に関する業務（当直所管

業務を除く。）を行う。 

（61）作業管理グループ（５・６号運転管理部）は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の運転

に関する業務のうち保守作業の管理に関する業務（当直所管業務を除く。）を行う。 

（62）運転情報グループ（５・６号運転管理部）は，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の運転

に関する業務の支援，情報連絡に関する業務を行う。 

（63）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（機械第三グループ及び当直所管業務を除く。）

並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（64）保全計画グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設の保守の総括に関する業務を行

う。 

（65）タービングループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設のうちタービン設備に係る保守

管理に関する業務を行う。 

（66）原子炉グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設のうち原子炉設備に係る保守管理

に関する業務を行う。 

（67）電気機器グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設のうち電気設備に係る保守管理

に関する業務を行う。 

（68）計測制御グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設のうち計測制御設備に係る保守

管理に関する業務並びに，本章で定める各設備等の運用に関する業務を行う。 

（69）設備診断グループは，５号炉及び６号炉に係る原子炉施設及び本章で定める各設備等の設

備診断（振動・赤外線等）及び点検結果の評価に関する業務を行う。 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

４．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本店各部長は，原子力・立地本部長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，当該部が所管

するグループの業務を統括管理する。 

（２）安定化センター各部長は，安定化センター所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，当

該部が所管するグループの業務を統括管理する。 

（３）安定化センター各グループマネージャー（以下「安定化センター各ＧＭ」という。）は，

グループ員を指示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，所管業務に基づき保安教

育並びに記録及び報告を行う。 

（４）ユニット所長（１～４号）は，所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，第一運転管理

部及び第一保全部の業務を統括管理する。 

（５）ユニット所長（５・６号）は，所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，第二運転管理

部及び第二保全部の業務を統括管理する。 

（６）発電所各部長（福島原子力人材開発センター所長を含む。）は，第１２３条の定めのとお

り，当該部（福島原子力人材開発センターを含む。）が所管するグループの業務を統括管

理する。 

（７）各ＧＭは，グループ員（当直員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するとと

もに，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育ならびに記録及び報告を行う。 

（８）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

４．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本店各部長は，原子力・立地本部長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，当該部が所管

するグループの業務を統括管理する。 

（２）安定化センター部長は，安定化センター所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，当該

部が所管するグループの業務を統括管理する。 

（３）安定化センター各グループマネージャー（以下「安定化センター各ＧＭ」という。）は，

グループ員を指示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，所管業務に基づき保安教

育並びに記録及び報告を行う。 

（４）ユニット所長（廃炉技術統括）は，所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，所管する

各部の業務を統括管理する。 

（５）ユニット所長（５・６号）は，所長を補佐し，第１２３条の定めのとおり，所管する各部

の業務を統括管理する。 

（６）発電所各部長（福島原子力人材開発センター所長を含む。）は，第１２３条の定めのとお

り，当該部（福島原子力人材開発センターを含む。）が所管するグループの業務を統括管

理する。 

（７）各ＧＭは，グループ員（当直員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するとと

もに，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育ならびに記録及び報告を行う。 

（８）グループ員（当直員を含む。）は，ＧＭの指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 



福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表 

14/68 

 

                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（主任技術者の職務等） 

第１２５条 

主任技術者は，本章で定める各設備等の運用に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，

「NM-24-1 原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）本章で定める各設備等の運用に関し保安上必要な場合は，運用に従事する者へ指示す

る。 

（２）表１２５－１に定める事項について，所長の承認※１に先立ち確認する。 

（３）表１２５－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表１２５－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１６８条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，

社長に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）その他，本章で定める各設備等の運用に関する保安の監督に必要な職務を行う。 

 

※１：安定化センター員への保安教育実施計画については，安定化センター所長の承認 

 

２．本章で定める各設備等の運用に従事する者は，主任技術者がその保安のためにする指示に従

う。 

 

表１２５－１ 

条  文 内  容 

第１５０条（管理対象区域の設定及び

解除） 

第５項に定める建物等の内部における一時的

な管理対象区域の設定及び解除 

 第７項に定める管理対象区域の設定及び解除 

第１５０条の２（管理区域の設定及

び解除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定及び

解除 

 第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１６５条（安定化センター員及び

所員への保安教育） 

安定化センター員及び所員への保安教育実施

計画 

第１６６条（協力企業従業員への保

安教育） 

協力企業従業員への保安教育実施計画 

 

（中 略） 

 

表１２５－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

２．引継日誌 

３．本章で定める各設備等の巡視又は点検の結果 

４．放射性廃棄物管理に係る記録 

５．保安教育の実施報告書 
 

 

（主任技術者の職務等） 

第１２５条 

主任技術者は，本章で定める各設備等の運用に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，

「NM-24-1 原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）本章で定める各設備等の運用に関し保安上必要な場合は，運用に従事する者へ指示す

る。 

（２）表１２５－１に定める事項について，所長の承認に先立ち確認する。 

（３）表１２５－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表１２５－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１６８条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，

社長に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）その他，本章で定める各設備等の運用に関する保安の監督に必要な職務を行う。 

 

 

 

２．本章で定める各設備等の運用に従事する者は，主任技術者がその保安のためにする指示に従

う。 

 

表１２５－１ 

条  文 内  容 

第１５０条（管理対象区域の設定及び

解除） 

第５項に定める建物等の内部における一時的

な管理対象区域の設定及び解除 

 第７項に定める管理対象区域の設定及び解除 

第１５０条の２（管理区域の設定及

び解除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定及び

解除 

 第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１６５条（所員及び安定化センタ

ー員への保安教育） 

所員及び安定化センター員への保安教育実施

計画 

第１６６条（協力企業従業員への保

安教育） 

協力企業従業員への保安教育実施計画 

 

（中 略） 

 

表１２５－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

２．燃料に係る記録 

３．引継日誌 

４．放射線管理に係る記録 

５．放射性廃棄物管理に係る記録 

６．本章で定める各設備等の巡視又は点検の結果 

７．保安教育の実施報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建屋か

らの使用済燃料乾式貯蔵容器の搬

出・点検及び使用済燃料乾式キャ

スク仮保管設備への使用済燃料の

運搬・貯蔵に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（運転員の確保） 

第１２６条 

第一運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，本章で定める各設備等

の運用※１にあたり原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，原子炉の運転に必

要な知識を有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

 

２．安定化センター各ＧＭは，本章で定める各設備等の運用にあたり，「FS-57・CP-001 原子炉・

使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」及び「FS-57・WT-001 高レベル放

射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」に基づき，本章で定める各設備等の運

用に必要な知識を有する者を確保する。なお，本章で定める各設備等の運用に必要な知識を有

する者とは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュア

ル」及び「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」

に基づき，安定化センター各ＧＭが本章で定める各設備等の運用に関する力量の確認を行った

者をいう。 

 

３．第一運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，本章で定める各設備等

の運用※１にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表１２６に定める人数の者をそろ

え，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特別な事情がある場合を除き，運転

員は連続して 24 時間を超える勤務を行ってはならない。また，表１２６に定める人数のうち，

１名は当直長とし，運転責任者として経済産業大臣が定める基準に適合した者の中から選任さ

れた者とする。 

 

 表１２６ 

         

 

 

１／２／３／４号炉 

１班あたりの人数 ６名以上 

 

４．第一運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，当直長又は当直副長を

常時免震重要棟に確保する。 

 

※１：安定化センター各ＧＭが運用する業務を除く。なお，当直長は，「NM-51-6 状態管理マニュ

アル」に基づき，安定化センター各ＧＭが業務を行うために連絡する必要があると判断し

た場合には，安定化センター各ＧＭに連絡を行う。 

 

 

（運転員の確保） 

第１２６条 

１～４号設備運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，本章で定める

各設備等の運用※１にあたり原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，原子炉の

運転に必要な知識を有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

 

２．各ＧＭは，本章で定める各設備等の運用にあたり，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プー

ル冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」及び「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理

関連設備の運転・保守管理マニュアル」に基づき，本章で定める各設備等の運用に必要な知識

を有する者を確保する。なお，本章で定める各設備等の運用に必要な知識を有する者とは，

「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」及び

「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」に基づき，

各ＧＭが本章で定める各設備等の運用に関する力量の確認を行った者をいう。 

 

 

３．１～４号設備運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，本章で定める

各設備等の運用※１にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表１２６に定める人数の者

をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特別な事情がある場合を除き，

運転員は連続して 24 時間を超える勤務を行ってはならない。また，表１２６に定める人数の

うち，１名は当直長とし，運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中

から選任された者とする。 

 

 表１２６ 

         

 

 

１／２／３／４号炉 

１班あたりの人数 ６名以上 

 

４．１～４号設備運転管理部長は，「NM-51-1 運転員の確保マニュアル」に基づき，当直長又は当

直副長を常時免震重要棟に確保する。 

 

※１：当直長以外の各ＧＭが運用する業務を除く。なお，当直長は，「NM-51-6 状態管理マニュア

ル」に基づき，当直長以外の各ＧＭが業務を行うために連絡する必要があると判断した場

合には，当直長以外の各ＧＭに連絡を行う。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の施行に

伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（巡視点検） 

第１２７条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，本章で定める各設備等について，表１２７に定めるマ

ニュアルに基づき，定期的に巡視又は点検を行うとともに，火災の有無を確認する。 

 

表１２７ 

マニュアル名称 関連条文 

FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール

冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

第１４４条 

FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理

関連設備の運転・保守管理マニュアル 

第１４５条，第１４６条，第１４９条 

NM-51-6 状態管理マニュアル 第１３８条，第１３９条，第１４０条， 

第１４０条の２，第１４１条，第１４２条，

第１４７条，第１４８条  

 

（巡視点検） 

第１２７条 

各ＧＭは，本章で定める各設備等について，表１２７に定めるマニュアルに基づき，定期的

に巡視又は点検を行うとともに，火災の有無を確認する。 

 

表１２７ 

マニュアル名称 関連条文 

FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール

冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

第１４４条 

FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理

関連設備の運転・保守管理マニュアル 

第１４５条，第１４６条，第１４９条 

NM-51-6 状態管理マニュアル 第１３８条，第１３９条，第１４０条， 

第１４０条の２，第１４１条，第１４２条，

第１４７条，第１４８条 

NM-52 燃料管理基本マニュアル 第１７０条 
 

 

 

 

福島第一安定化センター及び福島

第一原子力発電所の組織見直しに

伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建屋か

らの使用済燃料乾式貯蔵容器の搬

出・点検及び使用済燃料乾式キャ

スク仮保管設備への使用済燃料の

運搬・貯蔵に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（マニュアルの作成） 

第１２８条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，本章で定める各設備等について，次の各号に掲げる運転

管理に関する事項のマニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，安定化センター各部長又は

発電所各部長以上の承認を得る。 

 （１）巡視点検に関する事項 

 （２）異常時の操作に関する事項 

（３）警報発生時の措置に関する事項 

 （４）各設備の運転操作に関する事項 

 （５）定例試験に関する事項 

 

 

 

 

（マニュアルの作成） 

第１２８条 

各ＧＭは，本章で定める各設備等について，次の各号に掲げる運転管理に関する事項のマニュ

アルを作成し，制定・改定にあたっては，発電所各部長以上の承認を得る。 

 （１）巡視点検に関する事項 

 （２）異常時の操作に関する事項 

（３）警報発生時の措置に関する事項 

 （４）各設備の運転操作に関する事項 

 （５）定例試験に関する事項 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（地震発生時等の対応） 

第１３０条  

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は，「NM-51-12 地震後の対応

マニュアル」，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュア

ル」，「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」，「FS-57・

PI-001 電気設備の保守管理マニュアル」，「FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保

守管理マニュアル」及び「NE-55-7･1F-B1-001 免震重要棟電気設備保守管理要領」に基づき，次

の措置を講じるとともに，その結果を安定化センター所長，所長及び主任技術者に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後に本章で定める各設備等の損傷の有

無及び火災発生の有無を確認する。 

（２）本章で定める各設備等に火災が発生した場合は，早期消火及び延焼防止に努め，鎮火後本章

で定める各設備等の損傷の有無を確認する。 

 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，山火事，台風，津波等の影響により，本章で定める各設

備等に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，第一運転管理部長に報告する。第一

運転管理部長は，安定化センター所長，所長，主任技術者，安定化センター各ＧＭ及び各ＧＭに

連絡するとともに，必要に応じて設備の健全性を維持するための措置について協議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう。 

 

 

 

 

（地震発生時等の対応） 

第１３０条  

各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は，「NM-51-12 地震後の対応マニュアル」，「FS-57・CP-001

原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」，「FS-57・WT-001 高レベル

放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」，「FS-57・PI-001 電気設備の保守管理

マニュアル」，「FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保守管理マニュアル」及び

「NE-55-7･1F-B1-001 免震重要棟電気設備保守管理要領」に基づき，次の措置を講じるとともに，

その結果を安定化センター所長，所長及び主任技術者に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後に本章で定める各設備等の損傷の有

無及び火災発生の有無を確認する。 

（２）本章で定める各設備等に火災が発生した場合は，早期消火及び延焼防止に努め，鎮火後本章

で定める各設備等の損傷の有無を確認する。 

 

２．各ＧＭは，山火事，台風，津波等の影響により，本章で定める各設備等に重大な影響を及ぼす

可能性があると判断した場合は，１～４号設備運転管理部長に報告する。１～４号設備運転管理

部長は，安定化センター所長，所長，主任技術者及び各ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて

設備の健全性を維持するための措置について協議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう。 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（保守管理） 

第１３２条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，表１３２に定めるマニュアルに基づき，設備又は機器の

単位ごとに保全方式※１及び保全方法※2を定めた保全計画（必要に応じて消耗品等の準備を含む）

を策定し，これに基づき点検，補修，取替え及び改造等の保全を実施するとともに，その結果を

記録する。また，作業管理は「NQ-51-8 作業管理マニュアル」に基づき実施する。 

 

※１：時間基準保全，状態基準保全又は事後保全をいう。 

※２：保全方式にあわせた保全方法を定める。なお，事後保全における保全方法とは，運転管理

上の巡視点検や定例試験等を行う中で機器に異常の兆候が確認された場合に点検，補修，

取替え及び改造等の保全を実施することをいう。 

 

表１３２ 

マニュアル名称 関連条文 

FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール

冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

第１３８条，第１３９条，第１４０条， 

第１４１条，第１４２条，第１４４条 

FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理

関連設備の運転・保守管理マニュアル 

第１４５条，第１４６条，第１４９条 

FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュ

アル 

第１４７条，第１４８条 

NE-55-7・1F-B1-001 免震重要棟電気設備保

守管理要領 

第１４８条 

FS-57・PI-002 計装・通信設備の保守管理

マニュアル 

第１３８条，第１４０条，第１４１条， 

第１４３条，第１４４条，第１４６条 

FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備

の運用・保守管理マニュアル 

第１４０条の２ 

NM-55 保守管理基本マニュアル 第１４９条の６※ ３，第１６０条※ ４  

※３：放出管理用計測器のうち，排気筒モニタのみ該当する。 

※４：放射線計測器類のうち，エリアモニタのみ該当する。 

 

 

（保守管理） 

第１３２条 

各ＧＭは，表１３２に定めるマニュアルに基づき，設備又は機器の単位ごとに保全方式※１及び

保全方法※2を定めた保全計画（必要に応じて消耗品等の準備を含む）を策定し，これに基づき点

検，補修，取替え及び改造等の保全を実施するとともに，その結果を記録する。また，作業管理

は「NQ-51-8 作業管理マニュアル」に基づき実施する。 

 

※１：時間基準保全，状態基準保全又は事後保全をいう。 

※２：保全方式にあわせた保全方法を定める。なお，事後保全における保全方法とは，運転管理

上の巡視点検や定例試験等を行う中で機器に異常の兆候が確認された場合に点検，補修，

取替え及び改造等の保全を実施することをいう。 

 

表１３２ 

マニュアル名称 関連条文 

FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール

冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

第１３８条，第１３９条，第１４０条， 

第１４１条，第１４２条，第１４４条 

FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理

関連設備の運転・保守管理マニュアル 

第１４５条，第１４６条，第１４９条 

FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュ

アル 

第１４７条，第１４８条 

NE-55-7・1F-B1-001 免震重要棟電気設備保

守管理要領 

第１４８条 

FS-57・PI-002 計装・通信設備の保守管理

マニュアル 

第１３８条，第１４０条，第１４１条， 

第１４３条，第１４４条，第１４６条， 

第１６０条※ ３  

FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備

の運用・保守管理マニュアル 

第１４０条の２，第１６０条※ ３  

NM-55 保守管理基本マニュアル 第１４９条の６※ ４，第１６０条※ ３  

※３：放射線計測器類のうち，エリアモニタのみ該当する。 

※４：放出管理用計測器のうち，排気筒モニタのみ該当する。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第２節 運転上の留意事項 

 

（水質管理） 

第１３３条  

放射線・化学管理ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守

管理マニュアル」に基づき，使用済燃料プール水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物イオン

濃度）及び pH を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

２．放射線・化学管理ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保

守管理マニュアル」に基づき，処理水バッファタンク水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物

イオン濃度）を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保

守管理マニュアル」に基づき，３号炉復水貯蔵タンク水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物

イオン濃度）を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

４．冷却第三ＧＭは，使用済燃料プール水，処理水バッファタンク水及び３号炉復水貯蔵タンク水

の水質が表１３３に定める基準値の範囲にない場合は，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プー

ル冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，基準値の範囲内に回復するよう努める。

 

 

（省 略） 

 

第２節 運転上の留意事項 

 

（水質管理） 

第１３３条  

分析評価ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニ

ュアル」に基づき，使用済燃料プール水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物イオン濃度）及

び pH を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

２．分析評価ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マ

ニュアル」に基づき，処理水バッファタンク水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物イオン濃

度）を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

３．分析評価ＧＭは，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マ

ニュアル」に基づき，３号炉復水貯蔵タンク水の導電率（40mS/m を超える場合は塩化物イオン濃

度）を３ヶ月に 1 回確認し，その結果を冷却第三ＧＭに通知する。 

 

４．冷却第三ＧＭは，使用済燃料プール水，処理水バッファタンク水及び３号炉復水貯蔵タンク水

の水質が表１３３に定める基準値の範囲にない場合は，「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プー

ル冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，基準値の範囲内に回復するよう努める。

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第３節 運転上の制限 

 

（運転上の制限の確認） 

第１３４条  

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確

認する。 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実

施頻度に関して，その確認の間隔は，表１３４に定める範囲内で延長することができる※２。ただ

し，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で

実施することを妨げるものではない。 

 

３．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなか

った場合，運転上の制限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各

条の第３項の要求される措置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施

し，運転上の制限を満足していることを確認することができる。この結果，運転上の制限を満足

していないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。

 

４．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２

項で定める頻度（期間）以内に 初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，

特別な定めがある場合を除く。 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していな

いと判断しなくてもよい。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，

第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと

判断しない。ただし，第１３５条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。

 

※１：第１３４条から第１３７条を除く。以下，第１３５条及び第１３６条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 

 

（省 略） 

 

第３節 運転上の制限 

 

（運転上の制限の確認） 

第１３４条  

各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実

施頻度に関して，その確認の間隔は，表１３４に定める範囲内で延長することができる※２。ただ

し，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で

実施することを妨げるものではない。 

 

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，運転上の制限を

満足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３項の要求される措

置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上の制限を満足し

ていることを確認することができる。この結果，運転上の制限を満足していないと判断した場合

は，この時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）以

内に 初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めがある場合を除

く。 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していな

いと判断しなくてもよい。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，

第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと

判断しない。ただし，第１３５条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。

 

※１：第１３４条から第１３７条を除く。以下，第１３５条及び第１３６条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第１３５条  

運転上の制限を満足しない場合とは，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが第３節で定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合をいう。なお，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，

この判断を速やかに行う。 

 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期

間においても，運転上の制限に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足している

かどうかの判断を速やかに行う。 

 

３．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，

当該条文の要求される措置に定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足して

いないと判断しなくてもよい。 

 

４．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，当直長

及び第一運転管理部長に報告し，第一運転管理部長は安定化センター所長，所長及び主任技術者

に報告する。 

 

５．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時

間の起点）から要求される措置を開始する。 

 

６．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，当

直長及び第一運転管理部長に報告し，第一運転管理部長は主任技術者に報告する。 

 

７．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場

合を除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文

の第２項で定める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると

判断した後，速やかに実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくて

もよい。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じであ

る場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２項で定

める事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第１３５条  

運転上の制限を満足しない場合とは，各ＧＭが第３節で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合をいう。なお，各ＧＭは，この判断を速やかに行う。 

 

 

２．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間においても，運転上の制

限に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかどうかの判断を速やかに

行う。 

 

３．各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該条文の要求される措置

に定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよ

い。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，当直長及び１～４号設備運転管理

部長に報告し，１～４号設備運転管理部長は安定化センター所長，所長及び主任技術者に報告す

る。 

 

５．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の起点）から要求される

措置を開始する。 

 

６．各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，当直長及び１～４号設備運転

管理部長に報告し，１～４号設備運転管理部長は主任技術者に報告する。 

 

７．各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場

合を除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文

の第２項で定める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると

判断した後，速やかに実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくて

もよい。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じであ

る場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２項で定

める事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（保全作業を実施する場合） 

第１３６条  

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，保全作業（試験を含む）を実施するため計画的に運転上

の制限外に移行する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，主任技術者の確認を得て実施

する。 

 

２．第１項の実施については，第１３５条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。

 

３．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を行う場合，関係ＧＭと協議し

実施する。 

 

４．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を開始する場合，当直長に報告

する。第１項の実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業の開始時間の起点

とする。 

 

５．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第１項を実施する場合，第１３５条第３項及び第７項に

準拠する。 

 

６．第１項において，保全作業中に必要な安全措置が満たされなかった場合，安定化センター各Ｇ

Ｍ又は各ＧＭは当該運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

７．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第１項を実施し，当該運転上の制限外から復帰している

と判断した場合は，当直長及び第一運転管理部長に報告し，第一運転管理部長は主任技術者に報

告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，必要な安全措

置に代えることができる。 

 

 

（保全作業を実施する場合） 

第１３６条  

各ＧＭは，保全作業（試験を含む）を実施するため計画的に運転上の制限外に移行する場合は，

あらかじめ必要な安全措置※１を定め，主任技術者の確認を得て実施する。 

 

 

２．第１項の実施については，第１３５条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。

 

３．各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を行う場合，関係ＧＭと協議し実施する。 

 

 

４．各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を開始する場合，当直長に報告する。第１項の実施にあた

っては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業の開始時間の起点とする。 

 

 

５．各ＧＭは，第１項を実施する場合，第１３５条第３項及び第７項に準拠する。 

 

 

６．第１項において，保全作業中に必要な安全措置が満たされなかった場合，各ＧＭは当該運転上

の制限を満足していないと判断する。 

 

７．各ＧＭは，第１項を実施し，当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，当直長

及び１～４号設備運転管理部長に報告し，１～４号設備運転管理部長は主任技術者に報告する。

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，必要な安全措

置に代えることができる。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第１３７条  

当直長は，安定化センター各ＧＭ若しくは各ＧＭから運転上の制限を満足していないと判断し

た連絡を受けた場合又は自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-4 運転員

の引継マニュアル」に基づき，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと

判断した時刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

 

２．当直長は，安定化センター各ＧＭ若しくは各ＧＭから第１３６条第１項で定める保全作業を実

施した連絡を受けた場合又は自ら第１３６条第１項で定める保全作業を実施した場合，

「NM-51-4 運転員の引継マニュアル」に基づき，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）第１３６条第１項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制限，その

時刻及び保全作業の内容 

（２）安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第１３７条  

当直長は，各ＧＭから運転上の制限を満足していないと判断した連絡を受けた場合又は自ら運

転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-4 運転員の引継マニュアル」に基づき，次

の各号を引継日誌に記録する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと

判断した時刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

 

２．当直長は，各ＧＭから第１３６条第１項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合又は自

ら第１３６条第１項で定める保全作業を実施した場合，「NM-51-4 運転員の引継マニュアル」に基

づき，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）第１３６条第１項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制限，その

時刻及び保全作業の内容 

（２）安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（原子炉注水系） 

第１３８条  

原子炉の状態を維持するにあたって，原子炉注水系※１は表１３８－１に定める事項を運転上の

制限とする。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉のみ適用される。ただし，以下の場合は，

運転上の制限を満足しないとはみなさない。 

（１）原子炉注水系の保全作業又は電源停止作業のために，計画的に常用原子炉注水系を一時停止

し，非常用原子炉注水系により注水する場合。 

（２）原子炉注水系のポンプ切替時の流量調整又は流量変更時のオーバーシュートにより，一時的

に注水量増加量が 1.0m3/h を超えた場合 

（３）ほう酸水注入前後のポンプ水源切替に伴い，一時的に原子炉注水系を停止する場合 

 

２．「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」，「NM-51-5

運転操作マニュアル」，「NM-51-6 状態管理マニュアル」及び「NM-51-14 定例試験マニュアル」に

基づき，原子炉注水系を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉圧力容器底部温度及び格納容器内温度を毎日１回確認し，その結果を品質・

安全ＧＭに通知する。 

（２）品質・安全ＧＭは，注水量の変更が必要な場合は，原子炉の状態に応じ，原子炉の冷却に必

要な注水量を評価し，当直長に通知する。 

（３）当直長は，原子炉注水系を運転し，原子炉の冷却に必要な注水量を確保するとともに，原子

炉の冷却に必要な注水量が確保されていることを毎日１回確認し，その結果を品質・安全Ｇ

Ｍに通知する。 

（４）当直長は，原子炉注水系の各設備について，表１３８－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，原子炉注水系が第１項で定める運転上の制限（原子炉圧力容器底部温度及び格納容

器内温度を除く）を満足していないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，

表１３８－３の措置を講じる。また，品質・安全ＧＭは，原子炉圧力容器底部温度及び格納容器

内温度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「FS-57・CP-001 原子

炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，表１３８－３の措置

を講じる。 

 

※１：原子炉注水系は，常用原子炉注水系と非常用原子炉注水系で構成される。常用原子炉注水系

とは，常用高台炉注水ポンプ，タービン建屋内炉注水ポンプ及びＣＳＴ炉注水ポンプによる注

水系の３系列をいい，非常用原子炉注水系とは，非常用高台炉注水ポンプ及び純水タンク脇炉

注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）の２系列をいう。 

 

 

（原子炉注水系） 

第１３８条  

原子炉の状態を維持するにあたって，原子炉注水系※１は表１３８－１に定める事項を運転上の

制限とする。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉のみ適用される。ただし，以下の場合は，

運転上の制限を満足しないとはみなさない。 

（１）原子炉注水系の保全作業又は電源停止作業のために，計画的に常用原子炉注水系を一時停止

し，非常用原子炉注水系により注水する場合。 

（２）原子炉注水系のポンプ切替時の流量調整又は流量変更時のオーバーシュートにより，一時的

に注水量増加量が 1.0m3/h を超えた場合 

（３）ほう酸水注入前後のポンプ水源切替に伴い，一時的に原子炉注水系を停止する場合 

 

２．「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」，「NM-51-5

運転操作マニュアル」，「NM-51-6 状態管理マニュアル」及び「NM-51-14 定例試験マニュアル」に

基づき，原子炉注水系を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉圧力容器底部温度及び格納容器内温度を毎日１回確認し，その結果を技術

ＧＭに通知する。 

（２）技術ＧＭは，注水量の変更が必要な場合は，原子炉の状態に応じ，原子炉の冷却に必要な注

水量を評価し，当直長に通知する。 

（３）当直長は，原子炉注水系を運転し，原子炉の冷却に必要な注水量を確保するとともに，原子

炉の冷却に必要な注水量が確保されていることを毎日１回確認し，その結果を技術ＧＭに通

知する。 

（４）当直長は，原子炉注水系の各設備について，表１３８－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，原子炉注水系が第１項で定める運転上の制限（原子炉圧力容器底部温度及び格納容

器内温度を除く）を満足していないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，

表１３８－３の措置を講じる。また，技術ＧＭは，原子炉圧力容器底部温度及び格納容器内温度

が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「FS-57・CP-001 原子炉・使用

済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，表１３８－３の措置を講じる。

 

 

※１：原子炉注水系は，常用原子炉注水系と非常用原子炉注水系で構成される。常用原子炉注水系

とは，常用高台炉注水ポンプ，タービン建屋内炉注水ポンプ及びＣＳＴ炉注水ポンプによる注

水系の３系列をいい，非常用原子炉注水系とは，非常用高台炉注水ポンプ及び純水タンク脇炉

注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）の２系列をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

表１３８－１ 

項目 運転上の制限 

原子炉圧力容器底部温度 80℃以下※２ 

格納容器内温度 全体的に著しい温度上昇傾向※２がないこと 

常用原子炉注水系 原子炉の冷却に必要な注水量が確保されているこ

と 

待機中の非常用原子炉注水系 １系列が動作可能であること※３ 

任意の２４時間あたりの注水量増

加幅 

1.0m3/h 以下※４ 

 

※２：原子炉圧力容器底部温度を監視する温度計指示値が上限値を超えた場合又は格納容器内温度

を監視する温度指示値に上昇傾向がある場合において，品質・安全ＧＭが，「FS-57・CP-001

原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，一時的な計器

指示不良等により実事象ではないと判断した場合には運転上の制限を満足していないとはみ

なさない。 

 

※３：１系列が動作可能であることとは原子炉の冷却に必要な注水量を確保するために必要となる

ポンプ台数が動作可能であることをいう。 

 

※４：以下の場合を除く。 

①注水量の増加後において，操作を伴わずに注水量が変動した場合。 

②未臨界維持に必要なほう酸水注入後に注水量を増加させた場合。なお，至近のほう酸水注

入後に実施した注水量増加を起点として，２４時間以内に注水量を増加する場合は，

1.0m3/h 以下であっても，その都度ほう酸水を注入する。 

 

表１３８－２ 

項目 頻度 

１．非常用高台炉注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）が動

作可能であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．純水タンク脇炉注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）が

動作可能であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

 

（省 略） 

 

表１３８－１ 

項目 運転上の制限 

原子炉圧力容器底部温度 80℃以下※２ 

格納容器内温度 全体的に著しい温度上昇傾向※２がないこと 

常用原子炉注水系 原子炉の冷却に必要な注水量が確保されているこ

と 

待機中の非常用原子炉注水系 １系列が動作可能であること※３ 

任意の２４時間あたりの注水量増

加幅 

1.0m3/h 以下※４ 

 

※２：原子炉圧力容器底部温度を監視する温度計指示値が上限値を超えた場合又は格納容器内温度

を監視する温度指示値に上昇傾向がある場合において，技術ＧＭが，「FS-57・CP-001 原子炉・

使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，一時的な計器指示不良

等により実事象ではないと判断した場合には運転上の制限を満足していないとはみなさない。

 

 

※３：１系列が動作可能であることとは原子炉の冷却に必要な注水量を確保するために必要となる

ポンプ台数が動作可能であることをいう。 

 

※４：以下の場合を除く。 

①注水量の増加後において，操作を伴わずに注水量が変動した場合。 

②未臨界維持に必要なほう酸水注入後に注水量を増加させた場合。なお，至近のほう酸水注

入後に実施した注水量増加を起点として，２４時間以内に注水量を増加する場合は，

1.0m3/h 以下であっても，その都度ほう酸水を注入する。 

 

表１３８－２ 

項目 頻度 

１．非常用高台炉注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）が動

作可能であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．純水タンク脇炉注水ポンプ（非常用ディーゼル発電機含む）が

動作可能であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（非常用水源） 

第１３９条  

非常用水源（ろ過水タンク及び純水タンク）は，表１３９－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

 

２．「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，非常用水源を管理するとともに，前項で定める運

転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）発電ＧＭは，非常用水源の保有水量（タンク水位）を１ヶ月に１回確認する。 

 

３．発電ＧＭは，非常用水源の水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，冷却第一ＧＭに報告し，冷却第一ＧＭは「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設

備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，表１３９－３の措置を講じる。 

 

表１３９－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用水源 表１３９－２に定める保有水量（タンク水位）が確

保されていること 

 

表１３９－２ 

 ろ過水タンク１基※１ 純水タンク１基※２ 

保有水量（タンク水位） 916m3（1.9m）以上 663m3（4.6m）以上 

※１：ろ過水タンク１基とは No.1 ろ過水タンク，No.2 ろ過水タンクのうち，いずれか１基をいう。

※２：純水タンク１基とは No.1 純水タンク，No.2 純水タンクのうち，いずれか 1 基をいう。 

 

表１３９－３ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足し

ているろ過水タンクが１

基もない場合 

Ａ１．純水タンク１基の保有水量（タン

ク水位）が制限値を満足しているこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．ろ過水タンク１基の保有水量（タ

ンク水位）を制限値以内に復旧する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

（省 略） 

 

（非常用水源） 

第１３９条  

非常用水源（ろ過水タンク及び純水タンク）は，表１３９－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

 

２．「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，非常用水源を管理するとともに，前項で定める運

転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）運営設備ＧＭは，非常用水源の保有水量（タンク水位）を１ヶ月に１回確認する。 

 

３．運営設備ＧＭは，非常用水源の水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，冷却第一ＧＭに報告し，冷却第一ＧＭは「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷

却設備等の運転・保守管理マニュアル」に基づき，表１３９－３の措置を講じる。 

 

表１３９－１ 

項 目 運転上の制限 

非常用水源 表１３９－２に定める保有水量（タンク水位）が確

保されていること 

 

表１３９－２ 

 ろ過水タンク１基※１ 純水タンク１基※２ 

保有水量（タンク水位） 916m3（1.9m）以上 663m3（4.6m）以上 

※１：ろ過水タンク１基とは No.1 ろ過水タンク，No.2 ろ過水タンクのうち，いずれか１基をいう。

※２：純水タンク１基とは No.1 純水タンク，No.2 純水タンクのうち，いずれか 1 基をいう。 

 

表１３９－３ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を満足し

ているろ過水タンクが１

基もない場合 

Ａ１．純水タンク１基の保有水量（タン

ク水位）が制限値を満足しているこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．ろ過水タンク１基の保有水量（タ

ンク水位）を制限値以内に復旧する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（使用済燃料共用プールの水位及び水温） 

第１４０条の２ 

使用済燃料共用プールの水位及び水温は，表１４０の２－１で定める事項を運転上の制限とす

る。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」及び「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，使用済燃料共

用プールの水位及び水温を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次号を実施する。 

（１）発電ＧＭは，使用済燃料共用プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること並びに使用

済燃料共用プールの水温が 65℃以下であることを毎日 1 回確認する。 

 

３．発電ＧＭは，使用済燃料共用プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，「FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保守管理マニュアル」

に基づき，表１４０の２－２の措置を講じる。 

 

表１４０の２－１ 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料共用プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料共用プールの水温 65℃以下 

 

表１４０の２－２ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．使用済燃料共用プ

ールの水位が運転上

の制限を満足しない

と判断した場合 

Ａ１．使用済燃料共用プールの水位を回復す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．使用済燃料共用プール内での照射され

た燃料に係る作業を中止する。ただし，移

動中の燃料は所定の場所に移動する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．使用済燃料共用プ

ールの水温が運転上

の制限を満足しない

と判断した場合 

Ｂ１．使用済燃料共用プールの水温を回復す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

（使用済燃料共用プールの水位及び水温） 

第１４０条の２ 

使用済燃料共用プールの水位及び水温は，表１４０の２－１で定める事項を運転上の制限とす

る。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」及び「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，使用済燃料共

用プールの水位及び水温を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次号を実施する。 

（１）運営設備ＧＭは，使用済燃料共用プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること並びに

使用済燃料共用プールの水温が 65℃以下であることを毎日 1 回確認する。 

 

３．運営設備ＧＭは，使用済燃料共用プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，「FS-57・ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保守管理マニュ

アル」に基づき，表１４０の２－２の措置を講じる。 

 

表１４０の２－１ 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料共用プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料共用プールの水温 65℃以下 

 

表１４０の２－２ 

条件 要求される措置 完了時間 

Ａ．使用済燃料共用プ

ールの水位が運転上

の制限を満足しない

と判断した場合 

Ａ１．使用済燃料共用プールの水位を回復す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．使用済燃料共用プール内での照射され

た燃料に係る作業を中止する。ただし，移

動中の燃料は所定の場所に移動する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

Ｂ．使用済燃料共用プ

ールの水温が運転上

の制限を満足しない

と判断した場合 

Ｂ１．使用済燃料共用プールの水温を回復す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（ほう酸水注入設備） 

第１４２条  

原子炉の状態を維持するにあたって，ほう酸水注入設備は，表１４２－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，以下の期間は，運転上の制限を満足しないとはみなさない。 

（１）ほう酸水の注入準備から，注入後の表１４２－１で定める範囲内に復旧するまでの期間。な

お，注入後は，速やかに表１４２－１で定める範囲内に復旧する措置を開始すること。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」，「NM-51-14 定例試験マニュアル」及び「NM-51-30 水質管理マ

ニュアル」に基づき，ほう酸水注入設備を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）放射線・化学管理ＧＭは，ほう酸水濃度を１ヶ月に１回測定し，その結果を当直長に通知す

る。 

（２）当直長は，ほう酸水タンクの水位及び温度が図１４２－１，２の範囲内にあることを１ヶ月

に１回確認する。 

 

３．当直長は，ほう酸水注入設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，表１４２－２の措置を講じる。 

 

 表１４２－１ 

項  目 運転上の制限 

ほう酸水注入設備 
ほう酸水タンクの水位及び温度が図１４２－１，２の

範囲内にあること 

 

 表１４２－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ.ほう酸水タンクの水位及び

温度が図１４２－１，２の範

囲内にない場合 

Ａ１.ほう酸水タンクの水位及び温

度を図１４２－１，２の範囲内

に復旧する。 

速やかに現

場対応を行

う体制を整

えた後 

８時間 

Ｂ. 条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合 

Ｂ１.ほう酸水の注入手段を確保す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

（省 略） 

 

（ほう酸水注入設備） 

第１４２条  

原子炉の状態を維持するにあたって，ほう酸水注入設備は，表１４２－１で定める事項を運転

上の制限とする。ただし，以下の期間は，運転上の制限を満足しないとはみなさない。 

（１）ほう酸水の注入準備から，注入後の表１４２－１で定める範囲内に復旧するまでの期間。な

お，注入後は，速やかに表１４２－１で定める範囲内に復旧する措置を開始すること。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」，「NM-51-14 定例試験マニュアル」及び「NM-51-30 水質管理マ

ニュアル」に基づき，ほう酸水注入設備を管理するとともに，前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）分析評価ＧＭは，ほう酸水濃度を１ヶ月に１回測定し，その結果を当直長に通知する。 

 

（２）当直長は，ほう酸水タンクの水位及び温度が図１４２－１，２の範囲内にあることを１ヶ月

に１回確認する。 

 

３．当直長は，ほう酸水注入設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，表１４２－２の措置を講じる。 

 

 表１４２－１ 

項  目 運転上の制限 

ほう酸水注入設備 
ほう酸水タンクの水位及び温度が図１４２－１，２の

範囲内にあること 

 

 表１４２－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ.ほう酸水タンクの水位及び

温度が図１４２－１，２の範

囲内にない場合 

Ａ１.ほう酸水タンクの水位及び温

度を図１４２－１，２の範囲内

に復旧する。 

速やかに現

場対応を行

う体制を整

えた後 

８時間 

Ｂ. 条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合 

Ｂ１.ほう酸水の注入手段を確保す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（未臨界監視） 

第１４３条 

原子炉の未臨界を維持するにあたって，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度及

び原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器は表１４３－１で定める事項を運転上の制限と

する。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉のみ適用される。 

 

２．前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，「NM-51-6 状態管理マニュア

ル」に基づき，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度を，１時間に１回確認する。

（２）当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が動作可能であることを１時間に１

回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度又は原子炉格納容器ガス管理設

備の放射線検出器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-6

状態管理マニュアル」に基づき，表１４３－２の措置を講じる。 

 

 

（中 略） 

 

表１４３－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．短半減期核種の放射

能濃度が運転上の制限

を満足していないと判

断した場合 

Ａ１.ほう酸水を注入する措置を開始す

る。 

速やかに 

Ｂ．動作可能である原子

炉格納容器ガス管理設

備の放射線検出器が１

チャンネルもない場合 

Ｂ１．原子炉圧力容器底部の温度上昇

率，モニタリングポスト及び可搬型

モニタリングポストの空間線量率を

記録し，その結果を品質・安全ＧＭ

に通知する。 

及び 

Ｂ２．原子炉格納容器ガス管理設備の放

射線検出器を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

その後 

１時間に１回 

 

 

 

速やかに 

Ｃ．条件Ｂで要求される

措置を実施中に，未臨

界であることが確認で

きない場合 

Ｃ１.ほう酸水を注入する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

（未臨界監視） 

第１４３条 

原子炉の未臨界を維持するにあたって，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度及

び原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器は表１４３－１で定める事項を運転上の制限と

する。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉のみ適用される。 

 

２．前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，「NM-51-6 状態管理マニュア

ル」に基づき，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度を，１時間に１回確認する。

（２）当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が動作可能であることを１時間に１

回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度又は原子炉格納容器ガス管理設

備の放射線検出器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-6

状態管理マニュアル」に基づき，表１４３－２の措置を講じる。 

 

 

（中 略） 

 

表１４３－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．短半減期核種の放射

能濃度が運転上の制限

を満足していないと判

断した場合 

Ａ１.ほう酸水を注入する措置を開始す

る。 

速やかに 

Ｂ．動作可能である原子

炉格納容器ガス管理設

備の放射線検出器が１

チャンネルもない場合

Ｂ１．原子炉圧力容器底部の温度上昇

率，モニタリングポスト及び可搬型

モニタリングポストの空間線量率を

記録し，その結果を技術ＧＭに通知

する。 

及び 

Ｂ２．原子炉格納容器ガス管理設備の放

射線検出器を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

その後 

１時間に１回 

 

 

 

速やかに 

Ｃ．条件Ｂで要求される

措置を実施中に，未臨

界であることが確認で

きない場合 

Ｃ１.ほう酸水を注入する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（格納容器内の不活性雰囲気の維持機能） 

第１４４条  

格納容器内の不活性雰囲気を維持するにあたって，窒素ガス封入設備は，表１４４－１で定め

る事項を運転上の制限とする。また，格納容器内の水素濃度の監視として，格納容器内水素濃度

は表１４４－１で定める事項を運転上の制限とする。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉

のみ適用される。ただし，以下の場合は，窒素ガス封入設備に対する運転上の制限を満足しない

とはみなさない。 

（１）窒素ガス封入設備の点検，電源停止等のために，計画的に窒素ガス封入設備を一時停止し，

原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを１時間に１回

確認する場合。 

（２）運転中の窒素ガス分離装置が停止した場合において，速やかに当該窒素ガス分離装置を再起

動した場合又は他の窒素ガス分離装置に切り替えた場合。なお，窒素ガス分離装置を再起動

する又は他の窒素ガス分離装置に切り替えるまでの間においては，当直長は原子炉格納容器

ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを１時間に１回確認する。 

 

２．「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」，「NM-51-5

運転操作マニュアル」，「NM-51-6 状態管理マニュアル」及び「NM-51-14 定例試験マニュアル」に

基づき，窒素ガス封入設備及び原子炉格納容器ガス管理設備を管理するとともに，前項で定める

運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）品質・安全ＧＭは，格納容器の状態に応じ，必要な窒素封入量を評価し，当直長に通知する。

（２）当直長は，運転中の窒素ガス分離装置の封入圧力が格納容器圧力以上であること及び必要な

窒素封入量が確保されていることを毎日１回確認する。なお，必要な窒素封入量が確保でき

ていない場合は速やかに所定の封入量に戻すこと。 

（３）冷却第二ＧＭは，封入する窒素の濃度が 99%以上であることを毎日１回確認し，当直長に通

知する。 

（４）当直長は，表１４４－２に定める事項を確認する。 

（５）品質・安全ＧＭは，原子炉格納容器ガス管理設備の流量が変更された場合，表１４４－１に

定める格納容器内水素濃度を満足するため，原子炉格納容器ガス管理設備内での大気のイン

リークを考慮した同設備の水素濃度管理値を評価し，当直長に通知する。 

（６）当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備が運転状態にあること及び原子炉格納容器ガス管理

設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを毎日１回確認する※１。 

 

※１：原子炉格納容器ガス管理設備が運転状態にない場合又は原子炉格納容器ガス管理設 

備の水素濃度が確認できない場合には，次の事項を実施する。 

①当直長は，速やかに必要な窒素封入量が確保されていることを確認する。 

②当直長は，窒素封入量の減少操作を中止する又は行わない。 

③品質・安全ＧＭは，格納容器内水素濃度を評価し，当直長に通知する。 

④当直長は，格納容器内水素濃度の評価結果が，表１４４－１の格納容器内水素濃度以下で

あることを確認する。 

⑤当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備の水素検出器の故障により原子炉格納容器ガス管

理設備の水素濃度が確認できない場合，速やかに原子炉格納容器ガス管理設備の水素検出

器を復旧する措置を開始する。 

 

３．当直長は，窒素ガス封入設備又は格納容器内水素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，表１４４－３の措置を講じ

る。 

（省 略） 

 

（格納容器内の不活性雰囲気の維持機能） 

第１４４条  

格納容器内の不活性雰囲気を維持するにあたって，窒素ガス封入設備は，表１４４－１で定め

る事項を運転上の制限とする。また，格納容器内の水素濃度の監視として，格納容器内水素濃度

は表１４４－１で定める事項を運転上の制限とする。なお，本条文は１号炉，２号炉及び３号炉

のみ適用される。ただし，以下の場合は，窒素ガス封入設備に対する運転上の制限を満足しない

とはみなさない。 

（１）窒素ガス封入設備の点検，電源停止等のために，計画的に窒素ガス封入設備を一時停止し，

原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを１時間に１回

確認する場合。 

（２）運転中の窒素ガス分離装置が停止した場合において，速やかに当該窒素ガス分離装置を再起

動した場合又は他の窒素ガス分離装置に切り替えた場合。なお，窒素ガス分離装置を再起動

する又は他の窒素ガス分離装置に切り替えるまでの間においては，当直長は原子炉格納容器

ガス管理設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを１時間に１回確認する。 

 

２．「FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル」，「NM-51-5

運転操作マニュアル」，「NM-51-6 状態管理マニュアル」及び「NM-51-14 定例試験マニュアル」に

基づき，窒素ガス封入設備及び原子炉格納容器ガス管理設備を管理するとともに，前項で定める

運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）技術ＧＭは，格納容器の状態に応じ，必要な窒素封入量を評価し，当直長に通知する。 

（２）当直長は，運転中の窒素ガス分離装置の封入圧力が格納容器圧力以上であること及び必要な

窒素封入量が確保されていることを毎日１回確認する。なお，必要な窒素封入量が確保でき

ていない場合は速やかに所定の封入量に戻すこと。 

（３）冷却第二ＧＭは，封入する窒素の濃度が 99%以上であることを毎日１回確認し，当直長に通

知する。 

（４）当直長は，表１４４－２に定める事項を確認する。 

（５）技術ＧＭは，原子炉格納容器ガス管理設備の流量が変更された場合，表１４４－１に定める

格納容器内水素濃度を満足するため，原子炉格納容器ガス管理設備内での大気のインリーク

を考慮した同設備の水素濃度管理値を評価し，当直長に通知する。 

（６）当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備が運転状態にあること及び原子炉格納容器ガス管理

設備の水素濃度が水素濃度管理値以下であることを毎日１回確認する※１。 

 

※１：原子炉格納容器ガス管理設備が運転状態にない場合又は原子炉格納容器ガス管理設 

備の水素濃度が確認できない場合には，次の事項を実施する。 

①当直長は，速やかに必要な窒素封入量が確保されていることを確認する。 

②当直長は，窒素封入量の減少操作を中止する又は行わない。 

③技術ＧＭは，格納容器内水素濃度を評価し，当直長に通知する。 

④当直長は，格納容器内水素濃度の評価結果が，表１４４－１の格納容器内水素濃度以下で

あることを確認する。 

⑤当直長は，原子炉格納容器ガス管理設備の水素検出器の故障により原子炉格納容器ガス管

理設備の水素濃度が確認できない場合，速やかに原子炉格納容器ガス管理設備の水素検出

器を復旧する措置を開始する。 

 

３．当直長は，窒素ガス封入設備又は格納容器内水素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，表１４４－３の措置を講じ

る。 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（建屋に貯留する滞留水） 

第１４５条  

建屋に貯留する滞留水は，表１４５－１，表１４５－２及び表１４５－３に定める事項を運転

上の制限とする。 

 

２．「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」に基づき，

建屋に貯留する滞留水及び建屋で発生する水素を管理するとともに，前項で定める運転上の制限

を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）水処理第一ＧＭは，２号炉及び３号炉の立坑並びにプロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処

理建屋の滞留水の水位※１を毎日１回確認する。 

（２）水処理第一ＧＭは，１～４号炉タービン建屋，１～４号炉原子炉建屋，１～４号炉廃棄物処

理建屋，プロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水の水位※１が建屋近傍のサブ

ドレン水の水位より低いことを１週間に１回確認※２する。 

（３）放射線・化学管理ＧＭは，１～４号炉タービン建屋，プロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容

処理建屋近傍のサブドレン水の放射能濃度（セシウム１３４及びセシウム１３７）を１週間

に１回測定し，その結果を水処理第一ＧＭに通知する。 

 

※１：電源停止，機器の不具合等で確認できない場合は，隣接号炉又は移送先の水位計等を確認

し水位を評価する。 

※２：塩分濃度による比重を考慮した補正値を用いること。 

 

３．水処理第一ＧＭは，建屋に貯留する滞留水が，第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合，「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュア

ル」に基づき，表１４５－４の措置を講じる。 

 

 

（省 略） 

 

（建屋に貯留する滞留水） 

第１４５条  

建屋に貯留する滞留水は，表１４５－１，表１４５－２及び表１４５－３に定める事項を運転

上の制限とする。 

 

２．「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル」に基づき，

建屋に貯留する滞留水及び建屋で発生する水素を管理するとともに，前項で定める運転上の制限

を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）水処理第一ＧＭは，２号炉及び３号炉の立坑並びにプロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処

理建屋の滞留水の水位※１を毎日１回確認する。 

（２）水処理第一ＧＭは，１～４号炉タービン建屋，１～４号炉原子炉建屋，１～４号炉廃棄物処

理建屋，プロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水の水位※１が建屋近傍のサブ

ドレン水の水位より低いことを１週間に１回確認※２する。 

（３）分析評価ＧＭは，１～４号炉タービン建屋，プロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処理建屋

近傍のサブドレン水の放射能濃度（セシウム１３４及びセシウム１３７）を１週間に１回測

定し，その結果を水処理第一ＧＭに通知する。 

 

※１：電源停止，機器の不具合等で確認できない場合は，隣接号炉又は移送先の水位計等を確認

し水位を評価する。 

※２：塩分濃度による比重を考慮した補正値を用いること。 

 

３．水処理第一ＧＭは，建屋に貯留する滞留水が，第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合，「FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュア

ル」に基づき，表１４５－４の措置を講じる。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（所内電源系統） 

第１４８条  

所内電源系統は，表１４８－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等に

よる瞬停時及び計画的に電源切替等により一時的に停止する場合を除く。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」及び「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，所内電源系統

を管理するとともに，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，第１３８条，第１４４条及び第１４６条で要求される設備の維持に必要な交流高

圧電源母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

（２）当直長は免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源母線が受電されていることを１週間に１回

確認し，その結果を建築ＧＭに通知する。 

 

３．当直長は，所内電源系統（免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源母線を除く）が第１項で定

める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，

表１４８－２の措置を講じる。また，建築ＧＭは，免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源母線

が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NE-55-7･1F-B1-001 免震重

要棟電気設備保守管理要領」に基づき，表１４８－２の措置を講じる。 

 

 

（省 略） 

 

（所内電源系統） 

第１４８条  

所内電源系統は，表１４８－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等に

よる瞬停時及び計画的に電源切替等により一時的に停止する場合を除く。 

 

２．「NM-51-5 運転操作マニュアル」及び「NM-51-6 状態管理マニュアル」に基づき，所内電源系統

を管理するとともに，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，第１３８条，第１４４条及び第１４６条で要求される設備の維持に必要な交流高

圧電源母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

（２）当直長は免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源母線が受電されていることを１週間に１回

確認し，その結果を建築第六ＧＭに通知する。 

 

３．当直長は，所内電源系統（免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源母線を除く）が第１項で定

める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NM-51-5 運転操作マニュアル」に基づき，

表１４８－２の措置を講じる。また，建築第六ＧＭは，免震重要棟の維持に必要な交流高圧電源

母線が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，「NE-55-7･1F-B1-001 免

震重要棟電気設備保守管理要領」に基づき，表１４８－２の措置を講じる。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（発電所の敷地内で発生した瓦礫等の管理） 

第１４９条の２ 

１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉を含めた発電所の敷地内及び臨時の出入

管理箇所で発生した瓦礫等※１について，廃棄物管理ＧＭ又は放射線防護管理ＧＭは「FS-57・

RE-002 福島第一原子力発電所瓦礫等管理マニュアル」に基づき，以下の事項を実施する。 

（１）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備※２，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）及び覆

土式一時保管施設※３を含む発電所内の一時保管エリアについて，柵，ロープ等により区画を行

い，人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。また，遮へいが効果的である場合は遮へい

を行う。 

（２）放射線防護管理ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアについて，柵，ロープ等によ

り区画を行い，人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。また，遮へいが効果的である場

合は遮へいを行う。 

 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「FS-57・RE-002 福島第一原子力発電所瓦礫等管理マニ

ュアル」に基づき，次に定める瓦礫等の種類に応じて，回収したものを一時保管エリアに運搬す

る。また，切断等の減容処理や発電所敷地内での再利用をすることができる。 

（１）発電所敷地内で発生した瓦礫類※４（原子炉建屋上部瓦礫撤去に関する工事等で発生した瓦礫

類を除く）は，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，瓦礫類の線量率を測定し，その線量率に

応じて，廃棄物管理ＧＭがあらかじめ定めた線量率の目安値に応じて指定した仮設保管設備，

貯蔵庫，覆土式一時保管施設又は発電所内の屋外一時保管エリアに運搬する。 

（２）発電所敷地内で発生した瓦礫類のうち，原子炉建屋上部瓦礫撤去に関する工事等で発生した

瓦礫類は，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，瓦礫類の線量率を測定し，その線量率に応じ

て，廃棄物管理ＧＭがあらかじめ定めた線量率の目安値に応じて指定した仮設保管設備，覆土

式一時保管施設又は発電所内の屋外一時保管エリアに運搬する。なお，高線量率の瓦礫類を確

認した場合は，廃棄物管理ＧＭがあらかじめ定めた線量率の目安値に応じた指定に従い，容器

に収納して発電所内の一時保管エリア又は貯蔵庫に運搬するか，遮へい機能を有する発電所内

の一時保管エリアに運搬する。 

（３）周囲への汚染拡大の影響の恐れのある瓦礫類は，廃棄物管理ＧＭが定める線量率の目安値を

超える場合には，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，仮設保管設備，覆土式一時保管施設又

は遮へい機能を有した発電所内の一時保管エリアに運搬するか，容器に収納して発電所内の一

時保管エリアに運搬するか，発電所内の一時保管エリアに運搬してシートで養生する等の措置

を講じる。 

（４）発電所において発生した使用済保護衣等※５は，廃棄物管理ＧＭが，袋又は容器に収納して発

電所内の一時保管エリアに運搬する。なお，廃棄物管理ＧＭは圧縮等をすることができる。 

 

 

（発電所の敷地内で発生した瓦礫等の管理） 

第１４９条の２ 

１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉を含めた発電所の敷地内及び臨時の出入

管理箇所で発生した瓦礫等※１について，廃棄物管理ＧＭ又は放射線安全ＧＭは「FS-57・RE-002

福島第一原子力発電所瓦礫等管理マニュアル」に基づき，以下の事項を実施する。 

（１）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備※２，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）及び覆

土式一時保管施設※３を含む発電所内の一時保管エリアについて，柵，ロープ等により区画を行

い，人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。また，遮へいが効果的である場合は遮へい

を行う。 

（２）放射線安全ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアについて，柵，ロープ等により区

画を行い，人がみだりに立ち入りできない措置を講じる。また，遮へいが効果的である場合は

遮へいを行う。 

 

２．各ＧＭは，「FS-57・RE-002 福島第一原子力発電所瓦礫等管理マニュアル」に基づき，次に定

める瓦礫等の種類に応じて，回収したものを一時保管エリアに運搬する。また，切断等の減容処

理や発電所敷地内での再利用をすることができる。 

（１）発電所敷地内で発生した瓦礫類※４（原子炉建屋上部瓦礫撤去に関する工事等で発生した瓦礫

類を除く）は，各ＧＭが，瓦礫類の線量率を測定し，その線量率に応じて，廃棄物管理ＧＭが

あらかじめ定めた線量率の目安値に応じて指定した仮設保管設備，貯蔵庫，覆土式一時保管施

設又は発電所内の屋外一時保管エリアに運搬する。 

（２）発電所敷地内で発生した瓦礫類のうち，原子炉建屋上部瓦礫撤去に関する工事等で発生した

瓦礫類は，各ＧＭが，瓦礫類の線量率を測定し，その線量率に応じて，廃棄物管理ＧＭがあら

かじめ定めた線量率の目安値に応じて指定した仮設保管設備，覆土式一時保管施設又は発電所

内の屋外一時保管エリアに運搬する。なお，高線量率の瓦礫類を確認した場合は，廃棄物管理

ＧＭがあらかじめ定めた線量率の目安値に応じた指定に従い，容器に収納して発電所内の一時

保管エリア又は貯蔵庫に運搬するか，遮へい機能を有する発電所内の一時保管エリアに運搬す

る。 

（３）周囲への汚染拡大の影響の恐れのある瓦礫類は，廃棄物管理ＧＭが定める線量率の目安値を

超える場合には，各ＧＭが，仮設保管設備，覆土式一時保管施設又は遮へい機能を有した発電

所内の一時保管エリアに運搬するか，容器に収納して発電所内の一時保管エリアに運搬する

か，発電所内の一時保管エリアに運搬してシートで養生する等の措置を講じる。 

 

（４）発電所において発生した使用済保護衣等※５は，廃棄物管理ＧＭが，袋又は容器に収納して発

電所内の一時保管エリアに運搬する。なお，廃棄物管理ＧＭは圧縮等をすることができる。 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（５）臨時の出入管理箇所において発生した使用済保護衣等は，放射線防護管理ＧＭが，袋又は容

器に収納して臨時の出入管理箇所の一時保管エリアに運搬する。なお，放射線防護管理ＧＭは

圧縮等をすることができる。 

（６）伐採木は，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，発電所内の屋外一時保管エリアに運搬する。

その際には積載制限，通気性確保等の防火対策を講じる。 

 

３．廃棄物管理ＧＭ又は放射線防護管理ＧＭは，「FS-57・RE-002 福島第一原子力発電所瓦礫等管

理マニュアル」に基づき，次の事項を確認するとともに，その結果異常が認められた場合には必

要な措置を講じる。 

（１）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備，貯蔵庫及び覆土式一時保管施設を含む発電所内の一時保

管エリアにおける瓦礫類，使用済保護衣等，伐採木の一時保管状況を確認するために，１週間

に１回一時保管エリアを巡視するとともに，１ヶ月に１回一時保管量を確認する。 

（２）放射線防護管理ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアにおける使用済保護衣等の一

時保管状況を確認するために，１週間に１回一時保管エリアを巡視するとともに，１ヶ月に１

回一時保管量を確認する。 

（３）廃棄物管理ＧＭは，覆土式一時保管施設において，覆土完了後，槽内の溜まり水の有無を定

期的に確認し，溜まり水が確認された場合には回収する。 

（４）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備，貯蔵庫及び覆土式一時保管施設を含む発電所内の一時保

管エリアにおける瓦礫類，使用済保護衣等及び伐採木の一時保管エリアの空間線量率並びに空

気中放射性物質濃度を定期的に測定するとともに，線量率測定結果を表示する。 

（５）放射線防護管理ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアにおける使用済保護衣等の一

時保管エリアの空間線量率並びに空気中放射性物質濃度を定期的に測定するとともに，線量率

測定結果を表示する。 

 

※１：瓦礫等とは，瓦礫類，使用済保護衣等及び伐採木等の総称をいう。以下，本条において同じ。

※２：仮設保管設備とは，瓦礫等を一時保管する設備のうち，テント，蛇腹ハウス及び雨天練習場

等の屋根を設置したものをいう。以下，本条において同じ。 

※３：覆土式一時保管施設とは，線量低減対策として覆土による遮へい機能を有する一時保管施設

をいう。以下，本条において同じ。 

※４：瓦礫類とは，発電所敷地内において，今回の地震，津波又は水素爆発により発生した瓦礫並

びに放射性物質によって汚染された資機材等の総称をいう。以下，本条において同じ。 

※５：使用済保護衣等とは，使用済保護衣及び使用済保護具をいう。以下，本条において同じ。 

 

 

 

（５）臨時の出入管理箇所において発生した使用済保護衣等は，放射線安全ＧＭが，袋又は容器に

収納して臨時の出入管理箇所の一時保管エリアに運搬する。なお，放射線安全ＧＭは圧縮等を

することができる。 

（６）伐採木は，各ＧＭが，発電所内の屋外一時保管エリアに運搬する。その際には積載制限，通

気性確保等の防火対策を講じる。 

 

３．廃棄物管理ＧＭ又は放射線安全ＧＭは，「FS-57・RE-002 福島第一原子力発電所瓦礫等管理マ

ニュアル」に基づき，次の事項を確認するとともに，その結果異常が認められた場合には必要な

措置を講じる。 

（１）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備，貯蔵庫及び覆土式一時保管施設を含む発電所内の一時保

管エリアにおける瓦礫類，使用済保護衣等，伐採木の一時保管状況を確認するために，１週間

に１回一時保管エリアを巡視するとともに，１ヶ月に１回一時保管量を確認する。 

（２）放射線安全ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアにおける使用済保護衣等の一時保

管状況を確認するために，１週間に１回一時保管エリアを巡視するとともに，１ヶ月に１回一

時保管量を確認する。 

（３）廃棄物管理ＧＭは，覆土式一時保管施設において，覆土完了後，槽内の溜まり水の有無を定

期的に確認し，溜まり水が確認された場合には回収する。 

（４）廃棄物管理ＧＭは，仮設保管設備，貯蔵庫及び覆土式一時保管施設を含む発電所内の一時保

管エリアにおける瓦礫類，使用済保護衣等及び伐採木の一時保管エリアの空間線量率並びに空

気中放射性物質濃度を定期的に測定するとともに，線量率測定結果を表示する。 

（５）放射線安全ＧＭは，臨時の出入管理箇所の一時保管エリアにおける使用済保護衣等の一時保

管エリアの空間線量率並びに空気中放射性物質濃度を定期的に測定するとともに，線量率測定

結果を表示する。 

 

※１：瓦礫等とは，瓦礫類，使用済保護衣等及び伐採木等の総称をいう。以下，本条において同じ。

※２：仮設保管設備とは，瓦礫等を一時保管する設備のうち，テント，蛇腹ハウス及び雨天練習場

等の屋根を設置したものをいう。以下，本条において同じ。 

※３：覆土式一時保管施設とは，線量低減対策として覆土による遮へい機能を有する一時保管施設

をいう。以下，本条において同じ。 

※４：瓦礫類とは，発電所敷地内において，今回の地震，津波又は水素爆発により発生した瓦礫並

びに放射性物質によって汚染された資機材等の総称をいう。以下，本条において同じ。 

※５：使用済保護衣等とは，使用済保護衣及び使用済保護具をいう。以下，本条において同じ。 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（気体廃棄物の管理） 

第１４９条の４ 

気体廃棄物の放出管理について，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，

次の事項を実施する。 

（１）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１に定める項目について，同表に定める頻度で測

定し，その結果を放射線・化学管理ＧＭに通知する。 

（２）放射線・化学管理ＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質

の敷地境界における空気中の濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空

気中の濃度限度を下回ることを確認する。 

（３）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質

の放出量が，放出管理の目標値を下回ることを確認する。 

（４）当直長は，表１４９の４－２の放出箇所から放射性物質を含む空気を放出する場合は，ダス

ト放射線モニタ及びガス放射線モニタを監視する。 

（５）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－３に定める項目について，同表に定める頻度で測

定し，その結果を放射線・化学管理ＧＭに通知する。 

（６）放射線・化学管理ＧＭは，表１４９の４－３の放出箇所において，粒子状の放射性物質濃度

に有意な上昇傾向が無いことを確認する。 

 

表１４９の４－１ 

放出箇所 測定項目 計測器種類 測定頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

１号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉原子炉建屋 

ブローアウトパネル

部 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉原子炉建屋 

上部 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

 

 

（気体廃棄物の管理） 

第１４９条の４ 

気体廃棄物の放出管理について，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，

次の事項を実施する。 

（１）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１に定める項目について，同表に定める頻度で測

定する。 

（２）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質

の敷地境界における空気中の濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空

気中の濃度限度を下回ることを確認する。 

（３）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質

の放出量が，放出管理の目標値を下回ることを確認する。 

（４）当直長は，表１４９の４－２の放出箇所から放射性物質を含む空気を放出する場合は，ダス

ト放射線モニタ及びガス放射線モニタを監視する。 

（５）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－３に定める項目について，同表に定める頻度で測

定する。 

（６）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－３の放出箇所において，粒子状の放射性物質濃度

に有意な上昇傾向が無いことを確認する。 

 

表１４９の４－１ 

放出箇所 測定項目 計測器種類 測定頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

１号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉原子炉建屋 

排気設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉原子炉建屋 

上部 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（２号炉原子炉建屋ブローア

ウトパネル部閉止及び排気設

備設置に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

表１４９の４－２ 

放出箇所 監視項目 計測器種類 監視頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口 
粒子状物質 ダスト放射線モニタ 常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ １号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

 

 

 

（省 略） 

 

表１４９の４－２ 

放出箇所 監視項目 計測器種類 監視頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口
粒子状物質 ダスト放射線モニタ 常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ １号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

２号炉原子炉建屋 

排気設備出口 
粒子状物質 ダスト放射線モニタ 常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（２号炉原子炉建屋ブローア

ウトパネル部閉止及び排気設

備設置に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第１４９条の５ 

放射線・化学管理ＧＭは，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，表１４

９の５－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，次の事項を管理する。また，測

定した結果を５／６号炉の当直長に通知する。 

（１）排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の

３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。

（２）排気筒等からの放射性物質（希ガス，よう素１３１）の放出量が，表１４９の５－２に定め

る放出管理目標値を超えないように努めること。 

 

２．５／６号炉の当直長は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒等より放出し，排気筒モ

ニタを監視する。 

 

（省 略） 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第１４９条の５ 

５・６号放射線管理ＧＭは，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，表１

４９の５－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，次の事項を管理する。また，

測定した結果を５／６号炉の当直長に通知する。 

（１）排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の

３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。

（２）排気筒等からの放射性物質（希ガス，よう素１３１）の放出量が，表１４９の５－２に定め

る放出管理目標値を超えないように努めること。 

 

２．５／６号炉の当直長は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒等より放出し，排気筒モ

ニタを監視する。 

 

（省 略） 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（放出管理用計測器の管理） 

第１４９条の６ 

各ＧＭは，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，表１４９の６に定める

放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能とな

った場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１４９の６ 

分 類 計測器種類 所管ＧＭ 数 量 

排気筒モニタ 計測制御ＧＭ ３台※１ 

放射性気体廃棄物 

放出管理用計測器 
試料放射能測定装置 放射線・化学管理ＧＭ １台※２ 

 ※１：５，６号炉共用排気筒モニタ，５号炉非常用ガス処理系排気筒モニタ及び６号炉非常用ガ

ス処理系排気筒モニタの合計の台数 

 ※２：表１６０の試料放射能測定装置と共用 

 

 

 

（放出管理用計測器の管理） 

第１４９条の６ 

各ＧＭは，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，表１４９の６に定める

放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能とな

った場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１４９の６ 

分 類 計測器種類 所管ＧＭ 数 量 

排気筒モニタ 計測制御ＧＭ ３台※１ 

放射性気体廃棄物 

放出管理用計測器 
試料放射能測定装置 保安総括ＧＭ １台※２ 

 ※１：５，６号炉共用排気筒モニタ，５号炉非常用ガス処理系排気筒モニタ及び６号炉非常用ガ

ス処理系排気筒モニタの合計の台数 

 ※２：表１６０の試料放射能測定装置と共用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第５節 放射線管理 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第１５０条 

管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

２．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，管理対象区域を柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって明らかに他の

場所と区別する。ただし，管理対象区域境界と周辺監視区域境界が同一の場合であって，周辺監

視区域境界に第１５６条の措置を講じる場合は，この限りでない。 

 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，管理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確

認する。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，添付２－１における建物等の内部の管理対象区域境界付近において，表１５０に示す作業を

行う場合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又は解除することができる。設定又は解除に

あたって，放射線・化学管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法

令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合

についても，放射線・化学管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できる

ことを確認する。 

５．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，第４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象区域を設定又は解除する場合は，主

任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線・

化学管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域

に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線・

化学管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

６．放射線・化学管理ＧＭは，第５項にかかわらず，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基

本マニュアル」に基づき，緊急を要する場合は管理対象区域を設定することができる。設定にあ

たって，放射線・化学管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。

７．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基

づき，第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び場

所を明らかにし，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻

す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射

線・化学管理ＧＭが確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

 

（省 略） 

 

第５節 放射線管理 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第１５０条 

管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

２．１～４号放射線管理ＧＭ及び５・６号放射線管理ＧＭ（以下「放射線管理ＧＭ」という。）は，

「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対象区域を柵等の区

画物によって区画する他，標識を設けることによって明らかに他の場所と区別する。ただし，管

理対象区域境界と周辺監視区域境界が同一の場合であって，周辺監視区域境界に第１５６条の措

置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管

理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認す

る。 

４．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，添

付２－１における建物等の内部の管理対象区域境界付近において，表１５０に示す作業を行う場

合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又は解除することができる。設定又は解除にあたっ

て，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，

放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

 

５．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第

４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象区域を設定又は解除する場合は，主任技術

者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線管理Ｇ

Ｍは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件

を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭは

あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，主任技術者の確認を得

て，所長の承認を得る。 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニ

ュアル」に基づき，緊急を要する場合は管理対象区域を設定することができる。設定にあたって，

放射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び場所を明

らかにし，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻す場合

についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線管理Ｇ

Ｍが確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

 

（省 略） 
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見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理区域の設定及び解除） 

第１５０条の２ 

管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって明らかに他の

場所と区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊により区画ができない場合であって，管理対

象区域境界に第１５０条第２項の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認す

る。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，添付２における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおいて，表１５０の

２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。設定

又は解除にあたって，放射線・化学管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あ

らかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元

に戻す場合についても，放射線・化学管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を

満足できることを確認する。 

５．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線・化学管理ＧＭは目的，期

間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できる

ことを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線・化学管理ＧＭはあらか

じめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得る。 

６．放射線・化学管理ＧＭは，第５項にかかわらず，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基

本マニュアル」に基づき，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。設定にあたっ

て，放射線・化学管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基

づき，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び場所を

明らかにし，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻す場

合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線・化

学管理ＧＭが確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

 

（省 略） 

 

（管理区域の設定及び解除） 

第１５０条の２ 

管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管

理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって明らかに他の場所と

区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊により区画ができない場合であって，管理対象区域

境界に第１５０条第２項の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管

理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認する。 

 

４．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，添

付２における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおいて，表１５０の２に示

す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。設定又は解

除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令

に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合に

ついても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確

認する。 

５．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第

４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，主任技術者の確認を得て，所長の承

認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を

明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

る。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニ

ュアル」に基づき，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。設定にあたって，放

射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び場所を明らか

にし，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻す場合につ

いても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線管理ＧＭが

確認し，主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域内における区域区分） 

第１５１条 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにする。 

 

 

（管理対象区域内における区域区分） 

第１５１条 

放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理

対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，一

時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにする。 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第１５１条の２ 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれ

のない区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又

は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにするとと

もに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元の区

域区分に戻す場合についても，放射線・化学管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足で

きることを確認する。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，汚染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，第１項（２）

で定める区域への入口付近に注意事項を掲示する。 

５．放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理

基本マニュアル」に基づき，汚染のおそれのない管理対象区域で表面汚染密度又は空気中の放射

性物質濃度が管理区域に係る値を超える場所を確認した場合は，直ちに当該箇所を区画，第１項

（２）に定める区分に変更する等の応急措置を講じるとともに，除染等の措置により管理区域に

係る値を超えていないことを確認する。 

 

 

（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第１５１条の２ 

放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理

区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれ

のない区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又

は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，一

時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにするとともに，

あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元の区域区分

に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確

認する。 

４．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，汚

染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，第１項（２）で

定める区域への入口付近に注意事項を掲示する。 

５．放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニ

ュアル」に基づき，汚染のおそれのない管理対象区域で表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃

度が管理区域に係る値を超える場所を確認した場合は，直ちに当該箇所を区画，第１項（２）に

定める区分に変更する等の応急措置を講じるとともに，除染等の措置により管理区域に係る値を

超えていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理区域内における区域区分） 

第１５１条の３ 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれ

のない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又

は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにするとと

もに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元の区

域区分に戻す場合についても，放射線・化学管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足で

きることを確認する。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づ

き，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，第１項（２）

で定める区域への入口付近に標識を設ける。 

 

 

（管理区域内における区域区分） 

第１５１条の３ 

放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理

区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれ

のない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又

は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，一

時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明らかにするとともに，

あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元の区域区分

に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確

認する。 

４．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，汚

染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，第１項（２）で定め

る区域への入口付近に標識を設ける。 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域内における特別措置） 

第１５２条 

管理対象区域内における特別措置が必要な区域は，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本

マニュアル」に基づき，次に示す区域とする。 

（１）放射線レベルが高い場所 

（２）放射線レベルが確認されていない場所 

（３）滞留水を貯留する場所 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，第１項に定める各区域について，「NM-58 福島第一原子力発電

所放射線管理基本マニュアル」に基づき，次の措置を講じる。 

（１）放射線・化学管理ＧＭは，管理対象区域に立ち入る者が見やすい場所に，第１項（１）及び（２）

に示す場所を明確にしたサーベイマップを掲示して周知する他，作業者以外が立ち入る可能性及び

措置に伴う被ばくを考慮して必要な場合に限り第１項（１）の場所にロープ等による立入制限の措

置を講じる。 

（２）安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（３）の区域から退

出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

 

３．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」

に基づき，管理対象区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護

上の措置を立案するとともに，第１項の区域内で作業を行う場合は，放射線防護上の措置につい

て放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭのレビューを受ける。 

 

（管理対象区域内における特別措置） 

第１５２条 

管理対象区域内における特別措置が必要な区域は，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本

マニュアル」に基づき，次に示す区域とする。 

（１）放射線レベルが高い場所 

（２）放射線レベルが確認されていない場所 

（３）滞留水を貯留する場所 

２．各ＧＭは，第１項に定める各区域について，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，次の措置を講じる。 

（１）放射線管理ＧＭは，管理対象区域に立ち入る者が見やすい場所に，第１項（１）及び（２）に示

す場所を明確にしたサーベイマップを掲示して周知する他，作業者以外が立ち入る可能性及び措置

に伴う被ばくを考慮して必要な場合に限り第１項（１）の場所にロープ等による立入制限の措置を

講じる。 

（２）各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項（３）の区域から退出する場合及び物品等を持

ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

 

３．各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対象区域

内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護上の措置を立案するとと

もに，第１項の区域内で作業を行う場合は，放射線防護上の措置について放射線管理ＧＭのレビ

ューを受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理区域内における特別措置） 

第１５２条の２ 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理区域のうち次の基準を超える場合又は超えるおそれがある場合は，標識を設けて他の場所と区別

する他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，放射線等の危険性が低い場合は，この限りでない。

（１）外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

（２）空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度が，法令

に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に

基づき，第１項の区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護上の措

置を立案し，放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭのレビューを受ける。ただし，巡視・点

検その他定型化され，別に所長の承認を得た業務を行うために立入る場合は，この限りでない。 

３．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，「NM-58 福島第一原子力発電所

放射線管理基本マニュアル」に基づき，第１項（２）の区域から退出する場合及び物品等を持ち出す

場合は，更衣及び持ち出す物の養生等の措置を講じる。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，床・

壁等の損壊や放射線レベルが高い又は未確認であるため第１項の措置を講じることができない場合，

管理区域内における特別措置は第１５２条に定める管理区域を除く区域における特別措置と同一と

する。 

 

 

（管理区域内における特別措置） 

第１５２条の２ 

放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理区

域のうち次の基準を超える場合又は超えるおそれがある場合は，標識を設けて他の場所と区別する

他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，放射線等の危険性が低い場合は，この限りでない。 

（１）外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

（２）空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度が，法令

に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第１項の区域内で

作業を行う場合，作業による線量及び作業環境に応じた放射線防護上の措置を立案し，放射線管理

ＧＭのレビューを受ける。ただし，巡視・点検その他定型化され，別に所長の承認を得た業務を行う

ために立入る場合は，この限りでない。 

３．各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」

に基づき，第１項（２）の区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物

の養生等の措置を講じる。 

４．放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，床・壁等

の損壊や放射線レベルが高い又は未確認であるため第１項の措置を講じることができない場合，管理

区域内における特別措置は第１５２条に定める管理区域を除く区域における特別措置と同一とする。

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域への出入管理） 

第１５３条 

保健安全ＧＭは，「NK-58-1 福島第一原子力発電所立入者登録管理マニュアル」に基づき，管理対

象区域へ立ち入る次の者に対して許可を与える。 

（１）放射線業務従事者：業務上管理対象区域に立入る者 

（２）一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により管理対象区域

に一時的に立入る者 

（３）経済産業省告示第二百三十五号附則２に示す緊急作業に従事する間に受けた実効線量が百ミリシ

ーベルトを超えるもののうち，当該作業に欠くことのできない高度の専門的な知識及び経験を有す

るもので，後任者を容易に得ることができないもの（以下「経過措置対象者」という。） 

２．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

第１項にて許可していない者について，管理対象区域に立入らせない措置を講じる。ただし，防護

管理ＧＭが，あらかじめ立入を許可した者のみが乗車する車両に許可を与え，車両が通過する出入

管理箇所においては許可を得た車両以外を管理対象区域に立入らせない措置を講じる場合はこの

限りでない。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理対象区域の出入管理箇所又は臨時の出入管理箇所において，人の出入り等を監視する。ただし，

防護管理ＧＭがあらかじめ立入を許可した者のみが乗車する車両であることを監視する場合及び

放射線防護管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭが発電所外に設置した臨時の出入管理箇所において

人の出入り等を監視する場合はこの限りでない。 

４．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じる。ただし，管理対象

区域を周辺監視区域と同一とした場合であって，防護管理ＧＭが周辺監視区域境界に柵を設ける又

は標識を掲げる場合は，この限りでない。 

５．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理対象区域から退出する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，法令に定める表

面密度限度の１０分の１を超えないような措置を講じる。 

６．放射線レベルが高いため放射線・化学管理ＧＭが第５項の措置を講じることができない場合，放

射線・化学管理ＧＭ，放射線防護管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電

所放射線管理基本マニュアル」に基づき，臨時の出入管理箇所において，管理対象区域から退出す

る者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，スクリーニングレベル※１を超えないよう

な措置を講じる。 

７．放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基

本マニュアル」に基づき，第１５１条の２第１項（２）の区域から汚染のおそれのない管理対象

区域に移動する者の身体及び身体に着用している物並びに物品等の表面汚染密度が，バックグラ

ウンドを超えないような措置を講じる。 

※１：スクリーニングレベルとは，原子力災害対策本部が定める警戒区域からのスクリーニング

レベル（平成 23 年 9 月 16 日付・原子力非常災害対策本部長通知）をいう。以下，第１６１

条において同じ。 

 

 

（管理対象区域への出入管理） 

第１５３条 

保健安全ＧＭは，「NK-58-1 福島第一原子力発電所立入者登録管理マニュアル」に基づき，管理対

象区域へ立ち入る次の者に対して許可を与える。 

（１）放射線業務従事者：業務上管理対象区域に立入る者 

（２）一時立入者：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により管理対象区域

に一時的に立入る者。ただし，所員又は安定化センター員で緊急作業に従事する間に受けた実効線

量が１００ミリシーベルト超過者が管理対象区域で定められた移動経路を経て，管理対象区域でな

い箇所で執務する場合に限り，放射線業務従事者の随行を必要としない。 

 

２．放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第１項

にて許可していない者について，管理対象区域に立入らせない措置を講じる。ただし，防護管理Ｇ

Ｍが，あらかじめ立入を許可した者のみが乗車する車両に許可を与え，車両が通過する出入管理箇

所においては許可を得た車両以外を管理対象区域に立入らせない措置を講じる場合はこの限りで

ない。 

３．放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対

象区域の出入管理箇所又は臨時の出入管理箇所において，人の出入り等を監視する。ただし，防護

管理ＧＭがあらかじめ立入を許可した者のみが乗車する車両であることを監視する場合及び放射

放射線安全ＧＭが発電所外に設置した臨時の出入管理箇所において人の出入り等を監視する場合

はこの限りでない。 

４．放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第３項

以外の出入口には，施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じる。ただし，管理対象区域を

周辺監視区域と同一とした場合であって，防護管理ＧＭが周辺監視区域境界に柵を設ける又は標識

を掲げる場合は，この限りでない。 

５．放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対

象区域から退出する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度

限度の１０分の１を超えないような措置を講じる。 

６．放射線安全ＧＭは，放射線レベルが高いため第５項の措置を講じることができない場合，「NM-58

福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，臨時の出入管理箇所において，管理

対象区域から退出する者の身体及び身体に着用している物の表面汚染密度が，スクリーニングレベ

ル※１を超えないような措置を講じる。 

 

７．放射線安全ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュ

アル」に基づき，第１５１条の２第１項（２）の区域から汚染のおそれのない管理対象区域に移

動する者の身体及び身体に着用している物並びに物品等の表面汚染密度が，バックグラウンドを

超えないような措置を講じる。 

※１：スクリーニングレベルとは，原子力災害対策本部が定める警戒区域からのスクリーニング

レベル（平成 23 年 9 月 16 日付・原子力非常災害対策本部長通知）をいう。以下，第１６１

条において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告示の経過措置期間終了に伴

う変更 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域出入者の遵守事項） 

第１５４条 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

管理対象区域に出入りする安定化センター員及び所員に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

（１）出入管理箇所を経由すること。ただし，放射線・化学管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場

合は，この限りでない。 

（２）管理対象区域に立入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，一時立入者又は経過措置対

象者であって保健安全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（３）管理対象区域に立入る場合は，所定の保護衣及び保護具を着用すること。ただし，下記のいずれ

かに該当する場合は，この限りでない。 

・汚染のおそれのない管理対象区域に立入る場合 

・放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合 

（４）第１５２条第１項（３）に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持

ち出す物の養生等を行うこと。 

（５）管理対象区域から退出する場合又は管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象区域に移動す

る場合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認すること。ただし，第１５３条

第５項に基づく放射線・化学管理ＧＭ又は第１５３条第６項に基づく放射線防護管理ＧＭ若しく

は作業放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（６）放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙をしないこと。 

 

 

 

 

（管理対象区域出入者の遵守事項） 

第１５４条 

放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対

象区域に出入りする所員及び安定化センター員に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

（１）出入管理箇所を経由すること。ただし，放射線安全ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合は，

この限りでない。 

（２）管理対象区域に立入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，一時立入者であって保健安

全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（３）管理対象区域に立入る場合は，所定の保護衣及び保護具を着用すること。ただし，下記のいずれ

かに該当する場合は，この限りでない。 

・汚染のおそれのない管理対象区域に立入る場合 

・放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従う場合 

（４）第１５２条第１項（３）に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持

ち出す物の養生等を行うこと。 

（５）管理対象区域から退出する場合又は管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象区域に移動す

る場合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認すること。ただし，第１５３条

第５項又は第１５３条第６項に基づく放射線安全ＧＭの指示に従う場合は，この限りでない。 

（６）放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙をしないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

告示の経過措置期間終了に伴

う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

（線量の評価） 

第１５７条 

保健安全ＧＭは，「NK-58-2 福島第一原子力発電所線量管理マニュアル」に基づき，安定化センター

員及び所員の放射線業務従事者の実効線量及び等価線量を表１５７に定める項目及び頻度に基づき

評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

 

表１５７ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。）にあ

っては，１ヶ月に１回とする。 

 

（線量の評価） 

第１５７条 

保健安全ＧＭは，「NK-58-2 福島第一原子力発電所線量管理マニュアル」に基づき，所員及び安定化

センター員の放射線業務従事者の実効線量及び等価線量を表１５７に定める項目及び頻度に基づき

評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

 

表１５７ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。）にあ

っては，１ヶ月に１回とする。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

（管理対象区域内の床，壁等の除染） 

第１５８条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」

に基づき，管理対象区域内において法令に定める表面密度限度を超えるような予期しない汚染を

床，壁等に発生させた場合又は発見した場合であって，この汚染の除去を行う場合は，放射線・化

学管理ＧＭに連絡する。 

２．第１項の汚染箇所に係る作業の所管ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュ

アル」に基づき，汚染状況等について放射線・化学管理ＧＭの確認を受けた上で，その協力を得な

がら汚染の除去等，放射線防護上の必要な措置を講じる。 

３．第２項の所管ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，その

措置結果について，放射線・化学管理ＧＭの確認を得る。 

 

（管理対象区域内の床，壁等の除染） 

第１５８条 

各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対象区域内

において法令に定める表面密度限度を超えるような予期しない汚染を床，壁等に発生させた場合又

は発見した場合であって，この汚染の除去を行う場合は，放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭに

連絡する。 

２．第１項の汚染箇所に係る作業の所管ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュ

アル」に基づき，汚染状況等について放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭの確認を受けた上で，

その協力を得ながら汚染の除去等，放射線防護上の必要な措置を講じる。 

３．第２項の所管ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，その

措置結果について，放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭの確認を得る。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第１５９条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」

に基づき，表１５９－１及び表１５９－２（第１５１条の２第１項（２）の区域内にある汚染のお

それのない管理対象区域内に限る）に定める管理対象区域内における測定項目について，同表に定

める頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理対象区域については，この限り

でない。 

２．福島第一原子力発電所放射線安全ＧＭ（以下「放射線安全ＧＭ」という。）は，「NM-58 福島第一原

子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，表１５９－１に定める周辺監視区域境界付近（測

定場所は図１５９に定める。）における測定項目について，同表に定める頻度で測定する。 

３．放射線・化学管理ＧＭは，第１項の測定により，放射線安全ＧＭは，第２項の測定により，「NM-58

福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，異常が認められた場合は，直ちにそ

の原因を調査し，必要な措置を講じる。 

４．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」

に基づき，第１項に定める測定結果を放射線・化学管理ＧＭに連絡する。放射線・化学管理ＧＭは，

測定結果を記入したサーベイマップを作成する。 

 

表１５９－１ 

場    所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

安定化センター各Ｇ

Ｍ又は各ＧＭ 

放射線レベル

に応じて 
外部放射線に係る線量当量率 

放射線・化学管理ＧＭ 
※２ 

毎日運転中に

１回※３ 

外部放射線に係る線量当量 放射線・化学管理ＧＭ １週間に 1 回 

空気中の放射性物質濃度 放射線・化学管理ＧＭ １週間に 1 回 

１．管理対

象 区 域 内

（ 管 理 区

域 内 を 含

む）※１ 

表面汚染密度 放射線・化学管理ＧＭ １週間に 1 回 

空気吸収線量 放射線安全ＧＭ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※４ 放射線安全ＧＭ 常時 

２．周辺監

視 区 域 境

界付近 空気中の粒子状放射性物質濃

度 
放射線安全ＧＭ ３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について測定 

※２：５号炉及び６号炉のエリアモニタにおいて測定する項目 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が速やかに実施

できず，当該エリアの外部放射線に係る線量当量率が定められた頻度で測定できない場合は，他

のエリアモニタの計測値で代替する。 

※４：モニタリングポストにおいて測定する項目 

 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第１５９条 

各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，表１５９－１及

び表１５９－２（第１５１条の２第１項（２）の区域内にある汚染のおそれのない管理対象区域内

に限る）に定める管理対象区域内における測定項目について，同表に定める頻度で測定する。ただ

し，人の立ち入れない措置を講じた管理対象区域については，この限りでない。 

 

２．環境モニタリングＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

表１５９－１に定める周辺監視区域境界付近（測定場所は図１５９に定める。）における測定項目

について，同表に定める頻度で測定する。 

３．放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，第１項の測定により，環境モニタリングＧＭは，第２

項の測定により，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，異常が認め

られた場合は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

４．各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，第１項に定める

測定結果を放射線管理ＧＭに連絡する。放射線管理ＧＭは，測定結果を記入したサーベイマップを

作成する。 

 

表１５９－１ 

場    所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

各ＧＭ 放射線レベル

に応じて 
外部放射線に係る線量当量率 

放射線管理ＧＭ※２ 毎日運転中に

１回※３ 

外部放射線に係る線量当量 放射線管理ＧＭ １週間に 1 回 

空気中の放射性物質濃度 放射線管理ＧＭ １週間に 1 回 

１．管理対

象 区 域 内

（ 管 理 区

域 内 を 含

む）※１ 

表面汚染密度 放射線管理ＧＭ １週間に 1 回 

空気吸収線量 環境モニタリングＧＭ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※４ 環境モニタリングＧＭ 常時 

２．周辺監

視 区 域 境

界付近 空気中の粒子状放射性物質濃

度 

環境モニタリングＧＭ 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について測定 

※２：５号炉及び６号炉のエリアモニタ，使用済燃料共用プールのエリアモニタ及び使用済燃料乾式キ

ャスク仮保管設備のエリアモニタにおいて測定する項目 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が速やかに実施

できず，当該エリアの外部放射線に係る線量当量率が定められた頻度で測定できない場合は，他

のエリアモニタの計測値で代替する。 

※４：モニタリングポストにおいて測定する項目 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

表１５９－２ 

場  所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

表面汚染密度 汚染のお

それのな

い管理対

象区域内 

空気中の 

放射性物質濃度 

放射線・化学管理ＧＭ 

又は 

作業放射線管理ＧＭ 

毎日１回 

（汚染のおそれのない管理対

象区域が設定されている期

間） 

 

 

（省 略） 

表１５９－２ 

場  所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

表面汚染密度 汚染のお

それのな

い管理対

象区域内

空気中の 

放射性物質濃度

放射線管理ＧＭ 

又は 

作業環境改善ＧＭ 

毎日１回 

（汚染のおそれのない管理対

象区域が設定されている期

間） 

 

 

（省 略） 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（放射線計測器類の管理） 

第１６０条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，表１６０に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。た

だし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１６０   

分    類 計測器種類 所管ＧＭ 数量 

電子式線量計 放射線安全ＧＭ １式 １．被ばく管理

用計測器 ホ ー ル ボ デ ィ カ ウ ン

タ 
保健安全ＧＭ １台 

線 量 当 量 率 測 定 用 サ

ーベイメータ 
放射線安全ＧＭ ７台 

汚 染 密 度 測 定 用 サ ー

ベイメータ 
放射線安全ＧＭ ７台 

退出モニタ 放射線安全ＧＭ ２台 

試料放射能測定装置 放射線・化学管理ＧＭ １台※ 1 

２．放射線管理

用計測器 

集積線量計 放射線安全ＧＭ １式 

モニタリングポスト 放射線安全ＧＭ ８台 ３．放射線監視

用計測器 

エリアモニタ 計測制御ＧＭ 
８２台※ ２

※ ３  

試料放射能測定装置 放射線安全ＧＭ １台※ １  ４．環境放射能

用計測器 積算線量計測定装置 放射線安全ＧＭ １台 

※１：表１４９の６の試料放射能測定装置と共用 

※２：５号炉及び６号炉におけるエリアモニタの合計の台数。なお，管理区域外測定用の２台を含

む。 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が速やかに

実施できない場合には，当該エリアの立入りが可能となった後，速やかに修理又は代替品を

補充する。 

 

（放射線計測器類の管理） 

第１６０条 

各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，表１６０に定

める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能

となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表１６０   

分    類 計測器種類 所管ＧＭ 数量 

電子式線量計 保安総括ＧＭ １式 １．被ばく管理

用計測器 ホ ー ル ボ デ ィ カ ウ ン

タ 

保安総括ＧＭ 
１台 

線 量 当 量 率 測 定 用 サ

ーベイメータ 

保安総括ＧＭ 
７台 

汚 染 密 度 測 定 用 サ ー

ベイメータ 

保安総括ＧＭ 
７台 

退出モニタ 保安総括ＧＭ ２台 

試料放射能測定装置 保安総括ＧＭ １台※ 1 

２．放射線管理

用計測器 

集積線量計 保安総括ＧＭ １式 

モニタリングポスト 保安総括ＧＭ ８台 

計測制御ＧＭ 
８２台※ ２

※ ３  

機械第二ＧＭ ７台※ ４  

３．放射線監視

用計測器 

エリアモニタ 

計装第二ＧＭ ３台※ ５  

試料放射能測定装置 保安総括ＧＭ １台※ １  ４．環境放射能

用計測器 積算線量計測定装置 保安総括ＧＭ １台 

※１：表１４９の６の試料放射能測定装置と共用 

※２：５号炉及び６号炉におけるエリアモニタの合計の台数。なお，管理区域外測定用の２台を含

む。 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が速やかに

実施できない場合には，当該エリアの立入りが可能となった後，速やかに修理又は代替品を

補充する。 

※４：使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数（エリアモニタが復旧していない

場合には，未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。） 

※５：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタの合計の台数 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域外等へ持ち出そうとする物品の測定） 

第１６１条 

放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが管理対象区域から搬出する物品の表面汚染密度が法令に定める

表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認する。 

２．放射線レベルが高いため放射線・化学管理ＧＭが第１項の確認ができない場合，放射線・化学管理

ＧＭ，放射線防護管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基

本マニュアル」に基づき，臨時の出入管理箇所において，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが管理対

象区域から搬出する物品の表面汚染密度が，スクリーニングレベルを超えていないことを確認する。

３．放射線・化学管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象区域に移動する

物品の表面汚染密度がバックグラウンドを超えていないことを確認する。 

４．放射線・化学管理ＧＭ又は作業放射線管理ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マ

ニュアル」に基づき，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが管理対象区域内で汚染のおそれのない管理

対象区域に核燃料物質によって汚染された物（新燃料，使用済燃料及び固体廃棄物を除く。）を移動

する場合は，容器等の表面汚染密度がバックグラウンドを超えていないことを確認する。 

 

 

 

 

（管理対象区域外等へ持ち出そうとする物品の測定） 

第１６１条 

放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，各ＧＭ

が管理対象区域から搬出する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の１を超え

ていないことを確認する。 

２．放射線安全ＧＭは，放射線レベルが高いため第１項の確認ができない場合，「NM-58 福島第一原子力

発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，臨時の出入管理箇所において，各ＧＭが管理対象区域

から搬出する物品の表面汚染密度が，スクリーニングレベルを超えていないことを確認する。 

 

３．放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，各ＧＭが管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象区域に移動する物品の表面汚

染密度がバックグラウンドを超えていないことを確認する。 

４．放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，各ＧＭが管理対象区域内で汚染のおそれのない管理対象区域に核燃料物質によって汚

染された物（新燃料，使用済燃料及び固体廃棄物を除く。）を移動する場合は，容器等の表面汚染密

度がバックグラウンドを超えていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（発電所外への運搬） 

第１６２条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，核燃料物質によって汚染された物（新燃料，使用済燃料及び固体廃棄物を除く。）

を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

 

 

（発電所外への運搬） 

第１６２条 

各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，核燃料物質に

よって汚染された物（新燃料，使用済燃料及び固体廃棄物を除く。）を発電所外に運搬する場合

は，所長の承認を得る。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（管理対象区域内における協力企業の放射線防護） 

第１６３条 

放射線安全ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管

理対象区域内で作業を行う協力企業に対して，以下に示す放射線防護上の必要な事項を定め，所

長の承認を得る。 

（１）管理対象区域出入者の遵守事項 

イ．出入方法に関すること。  

ロ．個人線量計の着用に関すること。  

ハ．保護衣の着用に関すること。 

ニ．汚染拡大防止措置に関すること。  

ホ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙の禁止に関すること。 

（２）線量評価の項目及び頻度に関すること。 

（３）床，壁等の汚染発見時の措置に関すること。 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュア

ル」に基づき，管理対象区域内で作業を行う協力企業に対して，第１項に定めた必要事項を遵守

させる措置を講じる。 

 

 

 

 

（管理対象区域内における協力企業の放射線防護） 

第１６３条 

保安総括ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理

対象区域内で作業を行う協力企業に対して，以下に示す放射線防護上の必要な事項を定め，所長

の承認を得る。 

（１）管理対象区域出入者の遵守事項 

イ．出入方法に関すること。  

ロ．個人線量計の着用に関すること。  

ハ．保護衣の着用に関すること。 

ニ．汚染拡大防止措置に関すること。  

ホ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙の禁止に関すること。 

（２）線量評価の項目及び頻度に関すること。 

（３）床，壁等の汚染発見時の措置に関すること。 

２．各ＧＭは，「NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル」に基づき，管理対象区

域内で作業を行う協力企業に対して，第１項に定めた必要事項を遵守させる措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第６節 保安教育 

 

（安定化センター員及び所員への保安教育） 

第１６５条 

本章で定める各設備等の運用を行う安定化センター員及び所員への保安教育を実施するにあ

たり，具体的な保安教育の内容及びその見直し頻度を「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター

保安教育マニュアル」に定め，これに基づき次の各号を実施する。 

（１）品質･安全ＧＭは，毎年度，本章で定める各設備等の運用を行う安定化センター員への保安

教育実施計画を「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定める実

施方針に基づいて作成し，主任技術者の確認を得て安定化センター所長の承認を得る。 

教育管理ＧＭは，毎年度，本章で定める各設備等の運用を行う所員への保安教育実施計画を

「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定める実施方針に基づい

て作成し，主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

（２）品質･安全ＧＭ及び教育管理ＧＭは，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，運営委員会

の確認を得る。 

（３）安定化センター各ＧＭ及び各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施

する。品質･安全ＧＭは，年度毎に安定化センター員の保安教育実施結果を安定化センター所

長へ報告する。教育管理ＧＭは，年度毎に所員の保安教育実施結果を所長へ報告する。 

ただし，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又

は一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育に

ついて省略することができる。 

（４）品質･安全ＧＭ及び教育管理ＧＭは，具体的な保安教育の内容について，定められた頻度

に基づき見直しを行う。 

 

第６節 保安教育 

 

（所員及び安定化センター員への保安教育） 

第１６５条 

本章で定める各設備等の運用を行う所員及び安定化センター員への保安教育を実施するにあ

たり，具体的な保安教育の内容及びその見直し頻度を「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター

保安教育マニュアル」に定め，これに基づき次の各号を実施する。 

（１）教育管理ＧＭは，毎年度，本章で定める各設備等の運用を行う所員及び安定化センター員へ

の保安教育実施計画を「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定

める実施方針に基づいて作成し，主任技術者及び所長の確認を得て安定化センター所長の承認

を得る。 

 

 

（２）教育管理ＧＭは，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，運営委員会の確認を得る。 

 

（３）各ＧＭ及び安定化センター各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施

する。教育管理ＧＭは，年度毎に所員及び安定化センター員の保安教育実施結果を所長及び安

定化センター所長へ報告する。 

ただし，各ＧＭ又は安定化センター各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又

は一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育に

ついて省略することができる。 

（４）教育管理ＧＭは，具体的な保安教育の内容について，定められた頻度に基づき見直しを

行う。 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（協力企業従業員への保安教育） 

第１６６条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，本章で定める各設備等に関する作業を協力企業が行う場

合，当該協力企業従業員の発電所入所時に安全上必要な教育が「FS-57・SM-001 福島第一安定化

センター 保安教育マニュアル」で定める実施方針に基づいて実施されていることを確認する。

ただし，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は

一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育につい

て省略することができる。 

２．安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，本章で定める各設備等に関する作業のうち管理対象区域

内における業務を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員に対し，安全上必要な教育が

「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定める実施方針に基づいて

実施されていることを確認する。 

ただし，安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は

一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育につい

て省略することができる。 

３．発電ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，当該

業務に従事する従業員に対し，「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」

で定める実施方針のうち，「放射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計

画を定めていることを確認し，その内容を主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

４．発電ＧＭは，第３項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，そ

の実施結果を年度毎に所長に報告する。 

ただし，発電ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することができ

る。 

５．発電ＧＭ又は燃料ＧＭは，燃料取替に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，当該

業務に従事する従業員に対し，「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」

で定める実施方針のうち，「燃料取替の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めてい

ることを確認し，その内容を主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

６．発電ＧＭ又は燃料ＧＭは，第５項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていること

を確認し，その実施結果を年度毎に所長に報告する。 

ただし，発電ＧＭ又は燃料ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につい

て十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略する

ことができる。 

 

 

（協力企業従業員への保安教育） 

第１６６条 

各ＧＭ又は安定化センター各ＧＭは，本章で定める各設備等に関する作業を協力企業が行う場

合，当該協力企業従業員の発電所入所時に安全上必要な教育が「FS-57・SM-001 福島第一安定化

センター 保安教育マニュアル」で定める実施方針に基づいて実施されていることを確認する。

ただし，各ＧＭ又は安定化センター各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は

一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育につい

て省略することができる。 

２．各ＧＭ又は安定化センター各ＧＭは，本章で定める各設備等に関する作業のうち管理対象区域

内における業務を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員に対し，安全上必要な教育が

「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定める実施方針に基づいて

実施されていることを確認する。 

ただし，各ＧＭ又は安定化センター各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は

一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育につい

て省略することができる。 

３．運営設備ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，

当該業務に従事する従業員に対し，「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュア

ル」で定める実施方針のうち，「放射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教育実

施計画を定めていることを確認し，その内容を主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

４．運営設備ＧＭは，第３項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，

その実施結果を年度毎に所長に報告する。 

ただし，運営設備ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な

知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することがで

きる。 

５．燃料ＧＭは，燃料取替に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，当該業務に従事す

る従業員に対し，「FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル」で定める実施

方針のうち，「燃料取替の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認

し，その内容を主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

６．燃料ＧＭは，第５項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，そ

の実施結果を年度毎に所長に報告する。 

ただし，燃料ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することができ

る。 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

第７節 記録及び報告 

（記録） 

第１６７条 

安定化センター各ＧＭ又は各ＧＭは，表１６７－１に定める保安に関する記録を適正に作成

し，保存する。 

 

表１６７－１ 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

１．原子炉注水流量※２ 毎日１回 １０年間 ※９ 

連続して※３ １０年間 ※９ ２．原子炉圧力容器底部温度※２ 

毎日１回 １０年間 ※９ 

連続して※３ １０年間 ※９ ３．格納容器内温度※２ 

毎日１回 １０年間 ※９ 

４．使用済燃料プール水温※４ 毎日１回 １０年間 ※９ 

５．使用済燃料共用プール水温 毎日１回 １０年間 ※９ 

６．短半減期核種の放射能濃度※２ １時間ごと １０年間 ※９ 

７．窒素封入量※２ 毎日１回 １０年間 ※９ 

８．格納容器水素濃度※２ 毎日１回 １０年間 ※９ 

９．滞留水水位※４ 毎日１回 １０年間 ※１０ 

１０．サブドレン水の水位及び放

射能濃度※４ 

測定の都度 １０年間 ※１０ 

１１.本章で定める各設備等の巡

視又は点検の状況並びにその

担当者の氏名 

巡視又は点

検の都度 

巡視又は点検を実施

した施設又は設備を

廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

※９～※１１ 

１２．本章で定める各設備等の点

検・補修等の結果及びその担

当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施

した施設又は設備を

廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

※１０～※１５ 

 

 

 

第７節 記録及び報告 

（記録） 

第１６７条 

各ＧＭは，表１６７－１に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。 

 

 

表１６７－１ 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

１．原子炉注水流量※２ 毎日１回 １０年間 ※１０ 

連続して※３ １０年間 ※１０ ２．原子炉圧力容器底部温度※２ 

毎日１回 １０年間 ※１０ 

連続して※３ １０年間 ※１０ ３．格納容器内温度※２ 

毎日１回 １０年間 ※１０ 

４．使用済燃料プール水温※４ 毎日１回 １０年間 ※１０ 

５．使用済燃料共用プール水温 毎日１回 １０年間 ※１０ 

６．短半減期核種の放射能濃度※２ １時間ごと １０年間 ※１０ 

７．窒素封入量※２ 毎日１回 １０年間 ※１０ 

８．格納容器水素濃度※２ 毎日１回 １０年間 ※１０ 

９．滞留水水位※４ 毎日１回 １０年間 ※１１ 

１０．サブドレン水の水位及び放

射能濃度※４ 

測定の都度 １０年間 ※１１ 

１１.本章で定める各設備等の巡

視又は点検の状況並びにその

担当者の氏名 

巡視又は点

検の都度 

巡視又は点検を実施

した施設又は設備を

廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

※１０～※１３ 

１２．本章で定める各設備等の点

検・補修等の結果及びその担

当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施

した施設又は設備を

廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

※１１，※１２， 

※１４～※１８ 

 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

１３．運転責任者の氏名及び運転

員の氏名並びに，これらの者の

交代の日時及び交代時の引継事

項※４ 

交代の都度 １年間 ※１６ 

１４．原子炉に使用している処理

水の純度※２ 

測定の都度 １年間 ※１１ 

１５．本章で定める運転上の制限

に関する警報装置から発せられ

た警報の内容 

その都度 １年間 ※１０，※１６ 

１６．本章で定める各設備等の事

故発生及び復旧の日時 

その都度 ※５ ※１７ 

１７．本章で定める各設備等の事

故の状況及び事故に際して採っ

た処置 

同上 ※５ ※１７ 

１８．本章で定める各設備等の事

故の原因 

同上 ※５ ※１７ 

１９．本章で定める各設備等の事

故後の処置 

同上 ※５ ※１７ 

２０．放射性廃棄物の排気口※６又

は排気監視設備※６における放射

性物質の１日間及び３月間につ

いての平均濃度 

１日間の平

均濃度にあ

っては毎日

１回，３月間

の平均濃度

にあっては

３月ごとに

１回 

１０年間 ※１８ 

２１．放射線業務従事者の４月１

日を始期とする１年間の線量，

女子※７の放射線業務従事者の４

月１日，７月１日，１０月１日

及び１月１日を始期とする各３

月間の線量並びに本人の申出等

により妊娠の事実を知ることと

なった女子の放射線業務従事者

にあっては出産までの間毎月１

日を始期とする１月間の線量 

１年間の線

量にあって

は毎年度１

回，３月間の

線量にあっ

ては３月ご

とに１回，１

月間の線量

にあっては

１月ごとに

１回 

※８ ※１９ 

２２．４月１日を始期とする１年

間の線量が２０ミリシーベルト

を超えた放射線業務従事者の当

該１年間を含む経済産業大臣が

定める５年間の線量 

経済産業大

臣が定める

５年間にお

いて毎年度

１回 

※８ ※１９ 

 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

１３．運転責任者の氏名及び運転

員の氏名並びに，これらの者の

交代の日時及び交代時の引継事

項※４ 

交代の都度 １年間 ※１９ 

１４．原子炉に使用している処理

水の純度※２ 

測定の都度 １年間 ※１２ 

１５．本章で定める運転上の制限

に関する警報装置から発せられ

た警報の内容 

その都度 １年間 ※１１，※１９ 

１６．本章で定める各設備等の事

故発生及び復旧の日時 
その都度 

※５ ※２０ 

１７．本章で定める各設備等の事

故の状況及び事故に際して採っ

た処置 

同上 ※５ ※２０ 

１８．本章で定める各設備等の事

故の原因 
同上 

※５ ※２０ 

１９．本章で定める各設備等の事

故後の処置 
同上 

※５ ※２０ 

２０．放射性廃棄物の排気口※６又

は排気監視設備※６における放射

性物質の１日間及び３月間につ

いての平均濃度 

１日間の平

均濃度にあ

っては毎日

１回，３月間

の平均濃度

にあっては

３月ごとに

１回 

１０年間 ※２１ 

２１．放射線業務従事者の４月１

日を始期とする１年間の線量，

女子※７の放射線業務従事者の４

月１日，７月１日，１０月１日

及び１月１日を始期とする各３

月間の線量並びに本人の申出等

により妊娠の事実を知ることと

なった女子の放射線業務従事者

にあっては出産までの間毎月１

日を始期とする１月間の線量 

１年間の線

量にあって

は毎年度１

回，３月間の

線量にあっ

ては３月ご

とに１回，１

月間の線量

にあっては

１月ごとに

１回 

※８ ※２２ 

２２．４月１日を始期とする１年

間の線量が２０ミリシーベル

トを超えた放射線業務従事者

の当該１年間を含む原子力規

制委員会が定める５年間の線

量 

原子力規制

委員会が定

める５年間

において毎

年度１回 

※８ ※２２ 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の施

行に伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

２３．放射線業務従事者が当該業

務に就く日の属する年度にお

ける当該日以前の放射線被ば

くの経歴及び経済産業大臣が

定める５年間における当該年

度の前年度までの放射線被ば

くの経歴 

その者が当

該業務に就

く時 

※８ ※１９ 

２４．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 ※２０ 

２５．保安教育の実施日時，項目

及び受けた者の氏名 
実施の都度 ３年間 ※２０ 

 

 

記録 
記録すべき

場合※１ 
保存期間 関連マニュアル 

２３．放射線業務従事者が当該業

務に就く日の属する年度にお

ける当該日以前の放射線被ば

くの経歴及び原子力規制委員

会が定める５年間における当

該年度の前年度までの放射線

被ばくの経歴 

その者が当

該業務に就

く時 

※８ ※２２ 

２４．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 ※２３ 

２５．保安教育の実施日時，項目

及び受けた者の氏名 

実施の都度
３年間 ※２３ 

２６．使用済燃料乾式キャスク仮

保管設備に貯蔵している使用

済燃料乾式貯蔵容器の蓋間圧

力及び表面温度 

１ヶ月に１

回 
１０年間 ※１３ 

２７．使用済燃料の貯蔵施設内に

おける燃料体の配置 

配置又は配

置替えの都

度 

５年間 ※１３ 

２８．原子炉本体，使用済燃料の貯

蔵施設※９，放射性廃棄物の廃棄

施設等の放射線しゃへい物の側

壁における線量当量率 

毎日運転中

１回 
１０年間 ※２４ 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の施

行に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 

 

 

 



福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定変更比較表 

62/68 

                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替に

より記録不能な期間を除く。 

※２：１号炉，２号炉及び３号炉のみ。 

※３：デジタルレコーダのデータを保存する。 

※４：１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉のみ。 

※５：廃止措置が終了し，その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて，経

済産業大臣の確認を受けるまでの期間。 

※６：５号炉及び６号炉のみ。 

※７：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※８：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が

５年を超えた場合において，その記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期

間。 

※９：NM-51-6 状態管理マニュアル 

※１０：FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル 

※１１：FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

※１２：FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュアル 

※１３：FS-57･ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保守管理マニュアル 

※１４：NE-55-7･1F-B1-001 免震重要棟電気設備保守管理要領 

※１５：FS-57・PI-002 計装・通信設備の保守管理マニュアル 

※１６：NM-51-4 運転員の引継マニュアル 

※１７：NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル 

※１８：FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル 

※１９：NK-58-2 福島第一原子力発電所線量管理マニュアル 

※２０：FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル 

 

 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品の取替に

より記録不能な期間を除く。 

※２：１号炉，２号炉及び３号炉のみ。 

※３：デジタルレコーダのデータを保存する。 

※４：１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉のみ。 

※５：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることにつ

いて，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間。 

※６：５号炉及び６号炉のみ。 

※７：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※８：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が

５年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの

期間。 

※９：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備内にお

ける線量当量率 

※１０：NM-51-6 状態管理マニュアル 

※１１：FS-57・WT-001 高レベル放射性滞留水処理関連設備の運転・保守管理マニュアル 

※１２：FS-57・CP-001 原子炉・使用済燃料プール冷却設備等の運転・保守管理マニュアル 

※１３：NM-52 燃料管理基本マニュアル 

※１４：FS-57・PI-001 電気設備の保守管理マニュアル 

※１５：FS-57･ME-001 使用済燃料共用プール設備の運用・保守管理マニュアル 

※１６：NE-55-7･1F-B1-001 免震重要棟電気設備保守管理要領 

※１７：FS-57・PI-002 計装・通信設備の保守管理マニュアル 

※１８：NM-55 保守管理基本マニュアル 

※１９：NM-51-4 運転員の引継マニュアル 

※２０：NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル 

※２１：FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル 

※２２：NK-58-2 福島第一原子力発電所線量管理マニュアル 

※２３：FS-57・SM-001 福島第一安定化センター 保安教育マニュアル 

※２４：NM-58 福島第一原子力発電所放射線管理基本マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の施

行に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（報告） 

第１６８条 

安定化センター各ＧＭ，各ＧＭ又は第一運転管理部長は，次のいずれかに該当する場合又は該

当するおそれがあると判断した場合は，「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直

ちに安定化センター所長，所長及び主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第１３５条） 

（２）気体廃棄物について放出管理の目標値を超えて放出した場合（第１４９条の４） 

（３）放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合（第１４９条の５） 

（４）外部放射線に係る線量等量率等に異常が認められた場合（第１５９条） 

（５）実用炉規則第19条の17第2号から第14号に定める報告事象が生じた場合 

 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」に基づき，

社長に報告する。 

 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」による。 

 

４．第１項（１）に該当する場合は，「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに

経済産業大臣に報告する。 

 

 

（報告） 

第１６８条 

各ＧＭ又は１～４号設備運転管理部長は，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれが

あると判断した場合は，「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに安定化セン

ター所長，所長及び主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第１３５条） 

（２）気体廃棄物について放出管理の目標値を超えて放出した場合（第１４９条の４） 

（３）放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合（第１４９条の５） 

（４）外部放射線に係る線量等量率等に異常が認められた場合（第１５９条） 

（５）実用炉規則第19条の17第2号から第14号に定める報告事象が生じた場合 

 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」に基づき，

社長に報告する。 

 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「NM-51-11トラブル等の報告マニュアル」による。 

 

４．第１項（１）に該当する場合は，「NM-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに

原子力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

福島第一安定化センター及び

福島第一原子力発電所の組織

見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会設置法の施

行に伴う変更 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（な し） 

 

第９節 使用済燃料の貯蔵及び運搬 

 

（使用済燃料の貯蔵） 

第１７０条 

 機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，１号炉，２号炉，３号炉又は４

号炉の使用済燃料を貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）１号炉，２号炉，３号炉又は４号炉の使用済燃料を表１７０－１に定める貯蔵可能な使用済

燃料貯蔵施設に貯蔵すること。使用済燃料輸送容器保管建屋又は使用済燃料乾式キャスク仮

保管設備に貯蔵する場合には，使用済燃料乾式貯蔵容器に収納すること。 

（２）使用済燃料プールにおいては燃料取扱機を使用し，使用済燃料共用プールにおいては燃料取

扱装置を使用すること。 

（３）使用済燃料共用プール，使用済燃料輸送容器保管建屋及び使用済燃料乾式キャスク仮保管設

備において燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

 

２．燃料ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，５号炉又は６号炉の使用済燃料を

貯蔵する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）５号炉又は６号炉の使用済燃料を表１７０－２に定める貯蔵可能な使用済燃料貯蔵施設（以

下「使用済燃料貯蔵施設」という。）に貯蔵すること。使用済燃料輸送容器保管建屋又は使用

済燃料乾式キャスク仮保管設備に貯蔵する場合には，使用済燃料乾式貯蔵容器に収納するこ

と。 

（２）使用済燃料プールにおいては燃料取替機を使用し，使用済燃料共用プールにおいては燃料取

扱装置を使用すること。 

（３）使用済燃料貯蔵施設において燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

 

３．機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，使用済燃料共用プール及び使

用済燃料輸送容器保管建屋の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

 

４．燃料ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，５号炉及び６号炉の使用済燃料プ

ール並びに使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲

示すること。 

 

５．機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，使用済燃料輸送容器保管建屋

に貯蔵している使用済燃料乾式貯蔵容器の遮へい性能及び除熱性能が保持されていることを確

認するとともに，その結果，異常が認められた場合には必要な措置を講じる。 

 

６．当直長は，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備

に貯蔵している使用済燃料乾式貯蔵容器の密封性能及び除熱性能が保持されていることを監視

するとともに，その結果，異常が認められた場合には必要な措置を講じる。 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（な し） 

 

表１７０－１ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料貯蔵施設 

１号炉 
１号炉の使用済燃料プール又は使用済燃料共用プール※１ 

 

２号炉 
２号炉の使用済燃料プール又は使用済燃料共用プール※１ 

 

３号炉 ３号炉の使用済燃料プール又は使用済燃料共用プール※１ 

４号炉 

４号炉の使用済燃料プール，使用済燃料共用プール※１，使

用済燃料輸送容器保管建屋※２又は使用済燃料乾式キャス

ク仮保管設備※３ 

 

表１７０－２ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料貯蔵施設 

５号炉 
５号炉の使用済燃料プール，使用済燃料共用プール※１又は使

用済燃料乾式キャスク仮保管設備※３ 

６号炉 

６号炉の使用済燃料プール，使用済燃料共用プール※１，使用

済燃料輸送容器保管建屋※２又は使用済燃料乾式キャスク仮保

管設備※３ 

 

※１：使用済燃料共用プールには，使用済燃料プールで１９ヶ月以上冷却した燃料を貯蔵する。 

※２：使用済燃料輸送容器保管建屋に貯蔵する使用済燃料乾式貯蔵容器には，使用済燃料プールで

４年以上冷却され，かつ運転中のデータ，シッピング検査等により健全であることを確認した

使用済燃料（８×８燃料，新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ燃料）を収納す

る。 

※３：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に貯蔵する使用済燃料乾式貯蔵容器には，使用済燃料プ

ール又は使用済燃料共用プールで既設については４年以上，増設については１３年以上冷却さ

れ，かつ運転中のデータ，シッピング検査等により健全であることを確認した使用済燃料（８

×８燃料，新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ燃料）を収納する。 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（な し） 

 

（使用済燃料の運搬） 

第１７１条 

機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，使用済燃料共用プールにおいて，

使用済燃料乾式貯蔵容器から使用済燃料を取り出す場合，燃料取扱装置を使用する。 

 

２．機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，発電所内において，使用済燃

料共用プールにある使用済燃料を運搬する場合は，次の事項を遵守し，使用済燃料共用プールに

おいて使用済燃料乾式貯蔵容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料取扱装置を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプ及び冷却期間が，容器の収納条件に適合していること。 

 

３．機械第三ＧＭは，「NM-52燃料管理基本マニュアル」に基づき，発電所内において，使用済燃

料を収納した使用済燃料乾式貯蔵容器を運搬する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者及び他の車両の立入りを制限

するとともに，誘導車を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識及び経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。 

 

４．機械第三ＧＭは，「NM-52 燃料管理基本マニュアル」に基づき，使用済燃料輸送容器保管建屋

から使用済燃料乾式貯蔵容器を搬出する場合は，放射線被ばく上の影響が十分小さくなるように

取り扱う。 

 

 

施設運営計画の反映 

（使用済燃料輸送容器保管建

屋からの使用済燃料乾式貯蔵

容器の搬出・点検及び使用済

燃料乾式キャスク仮保管設備

への使用済燃料の運搬・貯蔵

に伴う変更） 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

附  則 

 
附則（平成２４年１２月１７日 原管Ｂ発第 121023002 号） 

（施行期日） 

第１条 

 この規定は，平成２４年１２月２６日から施行する。 

 

 

附則（平成２４年８月２３日 20120810 原第 10 号） 

（施行期日） 

第１条 

 ２．第１４９条の３において規定する項目が第８７条において規定する項目と重複する部分 

に限り，第１４９条の３に関する項目を適用する。なお，適用期間については，施行日から 

１年間とする。 

 

 

附則（平成２４年７月３日 平成 24･05･11 原第 14 号） 

（施行期日） 

第１条 

 ２．第１２章において規定する項目が第１章から第１１章までにおいて規定する項目と重複する

部分に限り，第１２章に関する項目を適用する。なお，適用期間については，施行日から１年間

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

附  則 

 
附則（平成  年  月  日 原管      号） 

（施行期日） 

第１条 

 この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から３０日以内に施行する。 
 

２．第１２章において規定する項目が第１章から第１１章までにおいて規定する項目と重複する部

分に限り，第１２章に関する項目を適用する。なお，適用期間については，施行日から１年間と

する。 

 

３．第１４９条の４における表１４９の４－１及び表１４９の４－２については，２号炉原子炉建

屋においてブローアウトパネル部が閉止され，原子炉建屋排気設備の運用開始時点から適用する

こととし，適用以前の間は以下の通りとする。 

 

 

４．第１６０条における表１６０の計装第二ＧＭが所管する使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の

エリアモニタの数量については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備のエリアモニタを規定台数

設置した時点から適用することとし，規定台数を設置するまでの期間においては，未設置のエリ

アモニタを除いた台数を規定台数とする。 

 

 

 

附則第１条第３項の適用以前の間は次のとおり。 

 

（気体廃棄物の管理） 

第１４９条の４ 

気体廃棄物の放出管理について，「FS-57・RE-001 気体の廃棄物の管理マニュアル」に基づき，次の

事項を実施する。 

（１）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定

する。 

（２）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の

敷地境界における空気中の濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の

濃度限度を下回ることを確認する。 

（３）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－１の放出箇所から放出された粒子状の放射性物質の

放出量が，放出管理の目標値を下回ることを確認する。 

（４）当直長は，表１４９の４－２の放出箇所から放射性物質を含む空気を放出する場合は，ダスト

放射線モニタ及びガス放射線モニタを監視する。 

（５）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定

する。 

（６）環境モニタリングＧＭは，表１４９の４－３の放出箇所において，粒子状の放射性物質濃度

に有意な上昇傾向が無いことを確認する。 
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                   変 更 前                    変 更 後  備  考 

 

（な し） 

 

 

表１４９の４－１ 

放出箇所 測定項目 計測器種類 測定頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

１号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉原子炉建屋 

ブローアウトパネル部 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉原子炉建屋 

上部 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 
1 ヶ月に１回 

 

 

表１４９の４－２ 

放出箇所 監視項目 計測器種類 監視頻度 

１号炉原子炉建屋 

カバー排気設備出口 
粒子状物質 ダスト放射線モニタ 常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ １号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ２号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

粒子状物質 ダスト放射線モニタ ３号炉格納容器 

ガス管理設備出口 希ガス ガス放射線モニタ 
常時 

 

表１４９の４－３ 

放出箇所 測定項目 計測器種類 測定頻度 

建屋内地上部開口部 粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 

１ヶ月に１回 

汚染水処理設備・貯留

設備のうち除染装置

及び造粒固化体貯槽 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 

除染装置運転時 

及び廃棄物受入時 

使用済燃料共用プー

ルオペフロ階 

粒子状物質 

（主要ガンマ線放出核種）

試料放射能 

測定装置 

使用済燃料取扱い時 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 


